
◇詳細―東部区民事務所地域振興グループ　電話０３－３９１５－２３３４

関係機関案件

（１）巣鴨警察署からのお知らせ　【回覧】

（２）シルバー人材センターからのお知らせ【掲示】

（３）令和7年度　区民がん検診のご案内【回覧】

豊島区案件

（１）令和7年度国勢調査について

（２）令和７年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について【回覧】

（３）民泊についてのアンケートのお願い　　

（４）子ども若者課からのお知らせ

①    豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

②    第75回“社会を明るくする運動”「区民の集い」チラシの提示について【掲示】

（５）区民活動推進課からのお知らせ

①  まちの腕きき掲示板事業の説明会について

②  【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

③  【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

④  【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

⑤  豊島区ボランティア指導者救済保険について

⑥  区政推進活動費の実績報告について

⑦  令和７年度町会掲示板設置等助成について

⑧　委員活動費について

町会連合会案件

（１）東京都かわら版（増刊号）について

■公開　 □非公開　 □一部非公開 傍聴人数　０人

非公開・一部非公開の場合は、その理由

■公開　 □非公開　 □一部非公開

非公開・一部非公開の場合は、その理由

古沢　秀明　委員長（折戸協和町会） 田邊　貞子　委員（巣鴨一丁目町会）

委員 岡島　博　委員（江戸橋町会） 鳥居　幸譽　委員（巣鴨親和町会）

湯田　健一　委員（巣鴨三四丁目清和町会） 鈴木　宏治　委員（巣鴨四丁目協和町会）

渡部　義治　委員（巣鴨三親町会） 田中　隆　委員（栄和町会）

会　議　録

附属機関又は
会議体の名称 令和７年度６月期　　第１地区区政連絡会

事務局
（担当課）

東部区民事務所

開催日時 令和７年６月１１日（水）　午後２時～４時

開催場所 東部区民事務所２階　多目的室

案件

公開の
可否

会　議

会議録



町田　光子　委員（巣鴨三明町会） 河合　進　委員（巣鴨五丁目大親町会）

田﨑　謙一郎　委員（西巣鴨新田町会） 染谷　清直　委員（西巣鴨共和会）

桐ケ谷　清一　委員（庚申塚町会） 石合　周平　委員（西巣鴨睦町会）

樋口　昌男　委員（西巣鴨四丁目親交町会）

出席者 入江　あゆみ

巣鴨警察署生活安全課　上村警部補

豊島区シルバー人材センター　金子事務局長

豊島健康診査センター　兒玉事務局長

田邉　区民活動推進課長

高齢者福祉課　民井　介護予防・認知症対策係長

水野　生活衛生課長

青木　管理・計画係長、渡辺　地域支援係長（子ども若者課）

髙桑 東部区民事務所長

星野　町会連合会事務局長

区 髙桑　東部区民事務所長

地区担当
課　　　長

植草　沿道まちづくり担当課長

天沼　友一副委員長（巣鴨五丁目朝日町会）

指出　正明委員　（西巣鴨二丁目町会）　

島村　高彦 儀武　さとる

川瀬　さなえ

区 藤田　区民部長

東部区民事務所　山川・林田

関係機関案件

１．巣鴨警察署からのお知らせ【回覧】

（説明：巣鴨警察署生活安全課　警部補）

質問（委員）管轄外警察署（埼玉県警等）が防犯カメラ設置に来る場合はあるのか？

回答（警部補）無いとは言い切れないので、（ネットで番号確認の上）その警察署等に確認いただきたい。

２．シルバー人材センターからのお知らせ　【掲示】　

（説明：豊島区シルバー人材センター　事務局長）　

質問（委員）区全体での募集が４０名であれば、我々が申し込む前に、満員御礼になるのではないか。

３．令和7年度　区民がん検診のご案内　【回覧】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（説明：豊島健康診査センター　事務局長）　

欠席者

常　任
相談役

委　員

常　任
相談役

回答（シルバー人材センター事務局長）人が全然集まらなくて困っているので、遠慮せずに申し込んでいただきた
い。

事務局

質疑応答要旨



質問（委員）当検査対象の偶数年齢は、いつが基準なのか。

回答（豊島健診センター事務局長）令和8年3月31日時点での満年齢を基準とする。

質問（委員）前立腺癌の検診は対象ではないのか。

回答（豊島健診センター事務局長）ご案内するので個別に下記問い合わせ先まで連絡いただきたい。

豊島区案件

１．令和7年度国勢調査について

（説明：区民活動推進課長） 

質問（委員）（募集に成功したという話だが）調査員に年齢制限はあったのか。

回答（区民活動推進課長）年齢制限は設けなかった。

2．令和７年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について

　（説明：高齢者福祉課　介護予防・認知症対策係長）

質問（委員）このチェックは、81歳以上の方は受けられないのか。

３．民泊についてのアンケートのお願い　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（説明：生活衛生課長）

①質問（委員）マンション等個別の民泊が見た目でわからなくて（苦情等の対応の際）困っている。

回答（生活衛生課長）民泊はステッカーを貼っているのでそれで分かる（ステッカー・コピーをお渡しする）。

③質問（委員）民泊施設に町会加入を促すことはできるのか。

回答（生活衛生課長）ご希望等をアンケートに記載して欲しい。

４．子ども若者課からのお知らせ

①    豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（説明：こども若者課　管理・計画係長）

②    第75回“社会を明るくする運動”「区民の集い」チラシの提示について【掲示】

 　　　（説明：こども若者課　地域支援係長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （説明：こども若者課　渡辺　地域支援係長）（質疑なし）

５．区民活動推進課からのお知らせ

①  まちの腕きき掲示板事業の説明会について

②  【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

③  【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

④  【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

⑤  豊島区ボランティア指導者救済保険について

②質問（委員）届出の際、町会や近隣に告知ポスティングをして、住民の質疑を受けて、区（生活衛生課）へ戻すと
なっている。これを行わない場合届出では受理されないのか。行っていないのにステッカーが貼ってある例があ
る。

回答（生活衛生課長）受理されない。その場所を教えて欲しい。

回答（介護予防・認知症対策係長）その年代の方は別途事業があるので、高齢者福祉課に問い合わせいただけ
れば、区域の高齢者総合相談をご案内させていただく。



⑥  区政推進活動費の実績報告について

⑦  令和７年度町会掲示板設置等助成について

⑧  委員活動費について

                                                           （説明：東部区民事務所長）

(質疑なし）

町会連合会案件

（１）東京都かわら版（増刊号）について

　　　　（説明者：町会連合会事務局長）

（質疑なし）
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会 議 録 

◇詳細―区民活動推進課地域振興グループ 電話０３－３９８１－０４７９ 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和７年度６月期 第２地区区政連絡会 

事務局（担当課） 区民部区民活動推進課 

開催日時 令和７年６月５日（木） 午前１０時００分～１１時１５分 

開催場所 帝京平成大学池袋キャンパス内集会室 

案件 

1．他機関案件 

（１）池袋警察署からのお知らせ 
（２）巣鴨警察署からのお知らせ 
（３）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示 
（４）令和７年度区民がん検診のご案内 
2．豊島区案件 
（１）令和７年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について 
（２）民泊についてのアンケートのお願い 
（３）子ども若者課からのお知らせ 
   ① 豊島区子ども・若者総合計画（令和 7～11 年度）の策定につい

て  
   ② 第 75 回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲

示について 
（４）区民活動推進課からのお知らせ 

① 令和 7 年度国勢調査について 
② まちの腕きき掲示板事業の説明会について 
③【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について 
④【都】町会・自治会デジタル化推進助成について 
⑤【都】町会・マンションみんなで防災訓練について 
⑥ 豊島区ボランティア指導者救済保険について 
⑦ 区政推進活動費の実績報告について 
⑧ 令和７年度町会掲示板設置等助成について 

【町会連合会案件】 

（１）東京都かわら版（創刊号）について 

 

公開の 

可 否 

会 議 
■公開 □非公開 □一部非公開    傍聴人数 0 人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
■公開 □非公開 □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 
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出席者 

委 員 

岡部 俊夫  委員長 （上池袋東雲町会） 

林 総一郎  副委員長（上池袋昭和町会） 

岩谷 純子  代理委員（宮仲町会） 

橋詰 周吉  委員  （北大塚伸和町会） 

髙橋 光男  委員  （池袋東一町会） 

小峰  博  委員  （上池袋町会） 

武石 雅彦  委員  （上池袋三丁目町会） 

亀山 孝安  委員  （上池袋池八町会） 

菅澤 省吾  委員  （東池袋一丁目中央町会） 

石川 宜司  委員  （東池袋南大塚仲町会） 

野口 英男  委員  （東二町会） 

高野 俊晴  委員  （新東一町会） 

大関 義明  委員  （東池袋サンシャイン町会） 

小澤 良子  委員  （東池袋中部町会） 

武内  巧  委員  （東池袋四丁目南町会） 

説明者 

池袋警察署 田中 生活安全課長代理 

巣鴨警察署 髙橋 警部補 

豊島区シルバー人材センター 金子 事務局長 

豊島健康診査センター 兒玉 事務局長 
今井 高齢者福祉課長 
水野 生活衛生課長 
安達 子ども若者課長 
田邉 区民活動推進課長 
豊島区町会連合会 星野 事務局長 

常 任 

相談役 
 

地区担

当課長 
水野 生活衛生課長 

区 
藤田 区民部長 

田邉 区民活動推進課長  

欠席者 

委 員 

服部 洋司  委員  （池袋東口本町会） 

染谷 栄一  委員  （北大塚上池袋宮新町会） 

竹下 友康  委員  （東池袋東和町会） 

常 任 

相談役 

竹下 ひろみ 

星 京子 

地区担

当課長 
 

区  

事務局 区民活動推進課 五十嵐・中村・岩間 
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質疑応答要旨 

                

1．他機関案件 

（１）池袋警察署からのお知らせ 

（説明：池袋警察署 生活安全課長代理） 

質問（代理委員） 

町会でまとめて出してくれるのかという声がある。代理人がまとめてもっていってもよ

いか。 

回答（生活安全課長代理） 

問題ない。ある程度まとまった段階で、池袋警察署の防犯係に連絡いただければ取りに

伺うことも可能かもしれない。もしくは、まとめていただいて防犯係に持ってきてもらえ

るとありがたい。 

質問（代理委員） 

自分で警察に連絡して、取りに来てくださいとお伝えすれば取りに来てもらえるのか。 

回答（生活安全課長代理） 

各家庭へ取りにいくのは難しい。 

質問（代理委員） 

ＦＡＸではだめなのか。 

回答（生活安全課長代理） 

自署のものなので、FAX では受付できない。 

質問（代理委員） 

国際電話ではなく、0120 からかかってくる電話も多い。これに対する対策は何か行って

いるのか。 

回答（生活安全課長代理） 

国際電話がほとんどであるが、知らない電話番号には出ないことが大切である。 

質問（委員） 

警察官を名乗る詐欺のニュースを見る。一般の詐欺電話と比べても信じてしまうのでは

と思う。対策はあるのか。 

回答（生活安全課長代理） 

 警察官の詐欺は、私服警官のふりをして職務質問を行い、身体を触る等の手口は昔から

行われている。最近では警察官の恰好をして訪問するケースもあり、その人が警察官かど

うかの判断は実物を見ても判断がつかない。電話だとなおさら判断がつかない。まずは本

物かどうかを全て疑っていただきたい。警察署へ在籍確認をしてほしい。 

 

（２）巣鴨警察署からのお知らせ 

（説明：巣鴨警察署 警部補） 

質疑応答なし 

 

（３）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示 

    （説明：豊島区シルバー人材センター 事務局長） 

質疑応答なし 

 

（４）令和７年度区民がん検診のご案内 

  （説明：豊島健康診査センター 事務局長） 

質問（副委員長） 

奇数年齢・偶数年齢の考え方について、右上に記載の年齢が奇数なら奇数年齢という認
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識でよいか。 

回答（事務局長） 

ご認識のとおり。 

 

 

2．豊島区案件 

（１）令和７年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について 
（説明：高齢者福祉課長） 

質疑応答なし 

 
（２）民泊についてのアンケートのお願い  

（説明：生活衛生課長） 
質問（委員） 

以前は民泊を行う際、町会長のところへ回って挨拶に来ていた。このところは、挨拶に

来ていないため、どこが民泊をやっているかが分からない。 

回答（生活衛生課長） 

宿泊事業法に基づく民泊とは別の事業として旅館業がある。旅館業だと周知する義務が

ない。見た目は民泊と同じように人が止まっているものが存在する。ご心配の場合は区に

連絡いただければ民泊か旅館業かお伝えできる。町会長へ連絡に行ってないものを受付は

していない。 

質問（委員） 

 行ったか行ってないかは、自分でいったことをもとに確認するということか。 

回答（生活衛生課長） 

現状はそのようになっている。ご意見があるかと思うが、アンケートの自由記述欄でご

意見をいただければと思う。 

質問（委員） 

 旅館業と民泊の違いはなにか。 

回答（生活衛生課長） 

 旅館業については旅館の名称を掲げるよう規定されている。 

質問（副委員長） 

 民泊はどうか。 

回答（生活衛生課長） 

民泊は青い標識を掲示する必要があり、そこに届け出番号や緊急連絡先が記載されてい

る。 

質問（副委員長） 

町会長のもとに必ず報告があってから、区へ届出という流れなので、報告がないという

ことは町会には民泊はないという認識でよいか。 

回答（生活衛生課長） 

 その認識でよい。 

質問（副委員長） 

 豊島区には民泊はどのくらいの件数があるのか。 

回答（生活衛生課長） 

 1500 ほどある。 

質問（委員） 

 看板の大きさは決まっているのか。 

回答（生活衛生課長） 

 看板の大きさは特に決まっていない。外観から分かるように設置する。 
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質問（委員） 

民泊は営業できる日数が決まっているはずだが、区の方で営業日を守っているかどうか

把握しているか。 

回答（生活衛生課長） 

民泊は年間 180 日と規定している。中間サイトを経由して予約するようになっており、

営業日数は管理されている。 

質問（委員） 

 そのサイトを統括しているところはどこか。 

回答（生活衛生課長） 

 観光庁で取りまとめている。 

質問（委員） 

 営業届は１年ごとの更新となるのか。 

回答（生活衛生課長） 

 １度届出いただければ廃止するまでは運営できる。 

質問（委員） 

 経過報告はしなくてよいのか 

回答（生活衛生課長） 

 ２か月ごとに宿泊者数の報告をしなければならない。 

質問（委員） 

 営業しなくなったときは区に報告があるのか。 

回答（生活衛生課長） 

 廃止届を提出してもらう。 

質問（委員） 

 標識がない場合は、民泊をやっていないという解釈でよいか。 

回答（生活衛生課長） 

廃止の際は標識を区に返還しなくてはならない。青い標識が無くなった場合は、民泊を

やめたということになる。 

質問（委員） 

 それでも人が泊っている場合は闇営業なのか。 

回答（生活衛生課長） 

 許可を受けずに営業しているか、旅館業かのどちらかである。 

質問（委員） 

民泊をする旨のポスティングがされていて、2週間くらいの間に何も苦情がなければそ

れで届出が受理されると聞いたが本当か。 

回答（生活衛生課長） 

近隣への周知を行っていることになる。近隣への周知についても、ご意見があれば条例

改正を検討していく。 

質問（副委員長） 

 民泊なのか、旅館業なのかは教えてもらえるのか。 

回答（生活衛生課長） 

 どちらも生活衛生課にお問い合わせいただければ回答する。 

質問（副委員長） 

 民泊かシェアハウスかも判断がつかない。シェアハウスは生活衛生課が担当か。 

回答（生活衛生課長） 

 シェアハウスは通常の住宅の扱いである。 

 
 

（３）子ども若者課からのお知らせ 
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   ① 豊島区子ども・若者総合計画（令和 7～11 年度）の策定について  
   ② 第 75 回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について 

 （説明：子ども若者課長） 
質疑応答なし 

 
（４）区民活動推進課からのお知らせ 

① 令和 7 年度国勢調査について 
② まちの腕きき掲示板事業の説明会について 
③【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について 
④【都】町会・自治会デジタル化推進助成について 
⑤【都】町会・マンションみんなで防災訓練について 
⑥ 豊島区ボランティア指導者救済保険について 
⑦ 区政推進活動費の実績報告について 
⑧ 令和７年度町会掲示板設置等助成について 

（説明：区民活動推進課長） 
質疑応答なし 

 

 

3．町会連合会案件 

 

（１）東京都かわら版（創刊号）について 

（説明：豊島区町会連合会 事務局長） 

質疑応答なし 
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会 議 録 

◇詳細―区民活動推進課地域振興グループ 電話０３－３９８１－０４７９ 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和７年度６月期 第３地区区政連絡会 

事務局（担当課） 区民部区民活動推進課 

開催日時 令和７年６月１０日（火） 午後２時００分～３時５５分 

開催場所 池袋第３区民集会室 

案件 

1．他機関案件 

（１）池袋消防署からのお知らせ 
（２）池袋警察署からのお知らせ 
（３）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示 
（４）令和７年度区民がん検診のご案内 
2．豊島区案件 
（１）令和７年度物忘れチェック（認知症検診）の実施について 
（２）民泊についてのアンケートのお願い 

（３）子ども若者課からのお知らせ 

  ① 豊島区子ども・若者総合計画（令和 7～11 年度）の策定について 

  ② 第 75 回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示

について 

（４）区民活動推進課からのお知らせ 

① 令和７年度国勢調査について 

  ② まちの腕きき掲示板事業の説明会について 

  ③【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について  

  ④【都】町会・自治会デジタル化推進助成について 

  ⑤【都】町会・マンションみんなで防災訓練について 

  ⑥ 豊島区ボランティア指導者救済保険について 

  ⑦ 区政推進活動費の実績報告について 

  ⑧ 令和 7年度町会掲示板設置等助成について 

  ⑨ 区政連絡会委員活動費について 

3．町会連合会案件 
（１）東京都かわら版（創刊号）について 

公開の 

可 否 

会 議 
■公開 □非公開 □一部非公開    傍聴人数 ０人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
■公開 □非公開 □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 
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出席者 

委 員 

木内 晴一 委員長 （池袋三丁目親交町会） 

岸本 明  副委員長（池袋二丁目原町会） 

加藤 徹  委員  （西池袋一丁目町会） 

岸野 俊六 委員  （西池袋南町会） 

齋藤 泰子 委員  （西池袋丸山町会） 

西山 隆  委員  （西山町会） 

佐藤 正敏 委員  （池袋二丁目親睦町会） 

若村 進  委員  （池袋御嶽町会） 

岡 弘之  委員  （池袋三業町会） 

手塚 忠男 委員  （池袋二丁目恵比寿町会） 

仙浪 博一 委員  （池袋仲町会） 

兼村 仁  委員  （池袋上町会） 

佐藤 智重 委員  （池袋三丁目北町会） 

平田 光子 委員  （池袋四丁目町会） 

玉川 洋子 委員  （池袋四丁目西町会） 

説明者 

池袋消防署 三瓶 地域防災係長 
池袋警察署 田中 生活安全課長代理 
豊島区シルバー人材センター 金子 事務局長 
豊島健康診査センター 大久保 総務課長 
西野 高齢者福祉課 介護予防・認知症対策主任 
水野 生活衛生課長 
安達 子ども若者課長 
田邉 区民活動推進課長 

豊島区町会連合会 星野 事務局長 

常 任 

相談役 

西山 陽介 

小林 弘明 

芳賀 竜朗 

中澤 まさゆき 

地区担

当課長 
宮﨑 西部生活福祉課長 

区 
藤田 区民部長 

田邉 区民活動推進課長 

欠席者 

委 員 
 

 

常 任 

相談役 
 

地区担

当課長 
 

区  

事務局 区民活動推進課 五十嵐・中村・横地 
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質疑応答要旨 

                

1．他機関案件 

 
（１）池袋消防署からのお知らせ 

（説明：池袋消防署 地域防災係長） 
質疑応答なし 

 
（２）池袋警察署からのお知らせ 

（説明：池袋警察署 生活安全課長代理） 
質疑応答なし 

 

（３）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示 
（説明：豊島区シルバー人材センター 事務局長） 
質疑応答なし 

 

（４）令和７年度区民がん検診のご案内 
（説明：豊島健康診査センター 総務課長） 

意見（委員） 

前立腺がん検査のため、血液検査も検査項目に入れてもよいのではないか。 

回答（総務課長） 

健康診断の検査項目に前立腺がんの血液検査が含まれている場合が多い。国民健康保険

の方は特定健診、75 歳以上の方は長寿健診だがこれらには血液検査が含まれている。ま

た、企業の健康診断でも含まれている場合がある。 

質問（委員長） 

2 ヵ月前に健康診査センター以外で受けた胃カメラの結果がまだ来ないのだが、受診か

ら結果発送までどれくらいかかるのか。 

回答（総務課長） 

おおよそ 1～2ヵ月以内に結果が届く。健康診査センターより結果をお送りする。 

 

 

2．豊島区案件 

 
（１）令和７年度物忘れチェック（認知症検診）の実施について 

（説明：高齢者福祉課 介護予防・認知症対策主任） 
質疑応答なし 

 
（２）民泊についてのアンケートのお願い 

 （説明：生活衛生課長） 

意見（委員） 

民泊はホテル等と異なり衛生は関係ないように思う。なぜ保健所が窓口なのか。 

回答（生活衛生課長） 

ホテルと親和性があるため、生活衛生課が担当している。 

 



   

- 4 - 

（３）子ども若者課からのお知らせ 

① 豊島区子ども・若者総合計画（令和 7～11 年度）の策定について 

  ② 第 75 回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について 

（説明：子ども若者課長） 

質疑応答なし 

 

（４）区民活動推進課からのお知らせ 

① 令和７年度国勢調査について 

  ② まちの腕きき掲示板事業の説明会について 

  ③【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について  

  ④【都】町会・自治会デジタル化推進助成について 

  ⑤【都】町会・マンションみんなで防災訓練について 

  ⑥ 豊島区ボランティア指導者救済保険について 

  ⑦ 区政推進活動費の実績報告について 

  ⑧ 令和 7年度町会掲示板設置等助成について 

  ⑨ 区政連絡会委員活動費について 

（説明：区民活動推進課長） 

質問（委員） 

国勢調査の手順は前回と同様か。 

回答（区民活動推進課長） 

5 年前と同様である。 

質問（委員） 

委任状に押印は不要か。 

回答（区民活動推進課長） 

不要である。 

 

 

3．町会連合会案件 

 
（１）東京都かわら版（創刊号）について 

（説明：町会連合会事務局長） 
質疑応答なし 
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会 議 録 

◇詳細―区民活動推進課地域振興グループ 電話０３－３９８１－０４７９ 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和７年度６月期 第 4地区区政連絡会 

事務局（担当課） 区民部区民活動推進課 

開催日時 令和７年６月６日（金） 午後２時００分～午後３時２０分 

開催場所 豊島区役所３階 区政連絡会室 

案件 

1．他機関案件 

（１）目白警察署からのお知らせ 
（２）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示 
（３）令和７年度区民がん検診のご案内 
2．豊島区案件 
（１）令和７年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について 
（２）民泊についてのアンケートのお願い 

（３）子ども若者課からのお知らせ 

①豊島区子ども・若者総合計画（令和７～１１年度）の策定について 

②第 75 回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示に

ついて 

（４）区民活動推進課からのお知らせ 

  ①令和７年度国勢調査について 

  ②まちの腕きき掲示板事業の説明について 

  ③【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について 

  ④【都】町会・自治体デジタル化推進助成について 

  ⑤【都】町会・マンションみんなで防災訓練について 

  ⑥豊島区ボランティア指導者救済保健について 

  ⑦区政推進活動費の実績報告について 

  ⑧令和７年度町会掲示板設置等助成について 

３．町会連合会案件 

（１）東京都かわら版（創刊号）について 

公開の 

可 否 

会 議 
■公開 □非公開 □一部非公開    傍聴人数 ０人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
■公開 □非公開 □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 
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出席者 

委 員 

安井 祐司  委員長 （雑司が谷一丁目東部町会） 

宮城 敏男  副委員長（池袋東口親和町会） 

山田 裕一  委員  （池袋通西睦町会） 

瀬戸 進   委員  （南池袋一丁目町会） 

磯貝 徹二  委員  （南池袋二三四町会） 

梅澤 光法  委員  （光和会） 

大久保 達司 委員  （青葉会） 

下村 賢一  委員  （池袋日出町会） 

大原 清   委員  （上り屋敷町会） 

戸張 康健  委員  （雑司が谷一丁目町会） 

中村 孝太  委員  （栁下会） 

髙野 れい子 委員  （雑司が谷二丁目町会） 

松岡 和明  委員  （雑司が谷三丁目町会） 

説明者 

目白警察署 山崎 警部補、髙野 警部補 
豊島区シルバー人材センター 金子 事務局長 
豊島健康診査センター 兒玉 事務局長 
今井 高齢者福祉課長 
水野 生活衛生課長 
安達 子ども若者課長 
田邉 区民活動推進課長 

豊島区町会連合会 星野 事務局長 

常 任 

相談役 

磯 一昭 

林 二葉 

地区担

当課長 
大曽根 自立支援担当課長 

区 田邉 区民活動推進課長  

欠席者 

委 員  

常 任 

相談役 
 

地区担

当課長 
 

区 藤田 区民部長 

事務局 区民活動推進課 五十嵐・中村・竹内 
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質疑応答要旨 

                

1．他機関案件 

 
（１）目白警察署からのお知らせについて 

（説明：目白警察署 警部補、警部補） 
質疑応答なし 

 
（２）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示について 

（説明：豊島区シルバー人材センター 事務局長） 
質疑応答なし 

 

（３）令和７年度区民がん検診のご案内について 
（説明：豊島健康診査センター 事務局長） 

質問（委員） 

胸部 X線、CT、胃内視鏡検査、それぞれ偶数年代の方とあるがどちらかを奇数、どちら

かを偶数年代に変更できれば毎年検査が受けられるようになるができないか。 

回答（事務委員長） 

そういった意見もあれば、全て毎年検査したらどうかとの意見もある。検討する。 

 

 

2．豊島区案件 

 
（１）令和７年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について 

（説明：高齢者福祉課長） 
質疑応答なし 

 
（２）民泊についてのアンケートのお願いについて  

 （説明：生活衛生課長） 

質問（委員） 

 民泊は中国人がやっているケースが多いのか。 

回答（生活衛生課長） 

 国籍に制限をかけていない。中国人の事業者もあるが、日本人の事業者もある。 

質問（委員） 

 事前の周知は必須か、１度も報告なかった、罰則はないのか。 

回答（生活衛生課長） 

 事前の周知は必須。対面かポスティングでの周知となる。 

質問（委員） 

 所在地の見方は１部屋１組か、一軒家なら一度に何組も泊まれるのか。 

回答（生活衛生課長） 

１つの届出で１組であるため、１部屋もしくは一軒家でも 1 度に利用できるのは１組と

なる。 

質問（委員） 

２か所ほどあり、１か所は認知している。もう１か所は開業時の連絡もないし、近隣住民

はゴミで困っている。どうしたらよいか。 
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回答（生活衛生課長） 

 民泊にはポスト等にシールが貼ってあり、管理者の連絡先が記載されている。そこに連絡

して、それでも改善できなければ区に連絡してほしい。 

質問（常任相談役） 

 違法民泊の実態は把握できているか。シールは貼っていないが民泊っぽいところが町会

に多々ある。営業も年 180 日間しか営業できないはず。条例制定当時の課長は、闇民泊を厳

しく取り締まると言っていたが、本当に取り締まっているのか疑問である。 

 区民が安心できるように違法民泊対策も考えてほしい。 

回答（生活衛生課長） 

 検討していく。 

 

（３）子ども若者課からのお知らせについて 
  ① 豊島区子ども・若者総合計画（令和７～１１年度）の策定について 
  ② 第 75 回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について 

（説明：子ども若者課長） 

質疑応答なし 

 

（４）区民活動推進課からのお知らせについて 

  ① 令和７年度国勢調査について 

  ② まちの腕きき掲示板事業の説明について 

  ③【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について 

  ④【都】町会・自治会デジタル化推進助成について 

  ⑤【都】町会・マンションみんなで防災訓練について 

  ⑥ 豊島区ボランティア指導者救済保険について 

  ⑦ 区政推進活動費の実績報告について 

  ⑧ 令和７年度町会掲示板設置等助成について 

（説明：区民活動推進課長） 

質問（委員） 

東京都案件の防災倉庫の整備の件だが、雑司が谷二丁目町会の倉庫は公園の中にあり、

一体化しており、倉庫単体ではない。他町会では自らの町会で購入したものか。 

回答（区民活動推進課長） 

自ら購入しているものもある。区でも防災倉庫の助成があり、活用できるケースもあ

る。 

意見（委員） 

例えば、場所が公園の中とか公共の場所だと、町会単独ですぐに助成に踏み切れる団体

は少ないと思う。募集スケジュールを見ると４回あるが、設置するための調整に１年ぐら

いかかるのではないか。せっかくの助成制度なのに実態にあっていないと思う。 

回答（区民活動推進課長） 

たしかに場所の確保は難しいが、検討していきたいと考えている。希望があれば相談書

を提出してほしい。 

 

 

3.町会連合会案件 

（１）東京都かわら版（創刊号）について  

（説明：豊島区町会連合会 事務局長） 
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質問（委員） 

写真はどこかに提出するのか。 

質問（委員） 

写真はどこかで集約しておいたらいいのではないか。 

回答（事務局長） 

 提出は求められていない。都が提出を求めることがあるようなので、念のため撮影し、各

町会で保管しておいていただきたい。 

 

 



   

- 1 - 

会 議 録 

◇詳細―区民活動推進課地域振興グループ 電話０３－３９８１－０４７９ 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和７年度６月期 第５地区区政連絡会 

事務局（担当課） 区民部区民活動推進課 

開催日時 令和７年６月９日（月） 午後２時００分～３時３０分 

開催場所 雑司が谷地域文化創造館 多目的ホール 

案件 

1．他機関案件 

（１）目白警察署からのお知らせ 
（２）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示 
（３）令和７年度区民がん検診のご案内 
2．豊島区案件 
（１）令和７年度物忘れチェック（認知症検診）の実施について 
（２）民泊についてのアンケートのお願い 

（３）子ども若者課からのお知らせ 

  ① 豊島区子ども・若者総合計画（令和 7～11 年度）の策定について 

  ② 第 75 回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示

について 

（４）区民活動推進課からのお知らせ 

① 令和７年度国勢調査について 

  ② まちの腕きき掲示板事業の説明会について 

  ③【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について 

  ④【都】町会・自治会デジタル化推進助成について 

  ⑤【都】町会・マンションみんなで防災訓練について 

  ⑥ 豊島区ボランティア指導者救済保険について 

  ⑦ 区政推進活動費の実績報告について 

  ⑧ 令和 7年度町会掲示板設置等助成について 

  ⑨ 区政連絡会委員活動費について 

公開の 

可 否 

会 議 
■公開 □非公開 □一部非公開    傍聴人数 ０人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
■公開 □非公開 □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 
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出席者 

委 員 

堀江 久男  委員長 （東目白自治会） 

芳賀 英俊  副委員長（高田中央町会） 

杉岡 敏弘  委員  （東目白本町会） 

佐藤 義夫  委員  （高田一丁目町会） 

鈴木 英三  委員  （東目白坂下睦会） 

高橋 藤男  委員  （高田三丁目町会） 

三輪 愼悟  委員  （東目白千登世町会） 

髙木 小太郎 委員  （目白二丁目町会） 

大黒 智恵  委員  （目白東町会） 

小野 賢一郎 委員  （目白三丁目町会） 

森  茂治  委員  （目白山紫町会） 

説明者 

目白警察署 山崎 警部補 
豊島区シルバー人材センター 金子 事務局長 
豊島区健康診査センター 兒玉 事務局長、大久保 課長 
民井 高齢者福祉課 介護予防・認知症対策係長 
水野 生活衛生課長、田口 係長 
安達 子ども若者課長 
田邉 区民活動推進課長 

星野 町会連合会事務局長  

常 任 

相談役 

松下 創一郎 

塚田 ひさこ 

地区担

当課長 
松山 国民健康保険課長 

区 
藤田 区民部長 

田邉 区民活動推進課長 

欠席者 

委 員 高橋 佳代子 

常 任 

相談役 
 

地区担

当課長 
 

区  

事務局 区民活動推進課 五十嵐・中村・佐野 
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質疑応答要旨 

 

1．他機関案件 

 
（１）目白警察署からのお知らせついて 

（説明：目白警察署 警部補） 
質疑応答なし 

 
（２）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示について 

（説明：豊島区シルバー人材センター 事務局長） 
質問（委員長） 

資格は必要か。 

回答（事務局長） 

資格は不要である。保育園の中で補助的な役割を担うことになる。 

 

（３）令和７年度区民がん検診のご案内について 
（説明：豊島区健康診査センター 事務局長） 

質疑応答なし 

 

 

2．豊島区案件 

 
（１）令和７年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について 

（説明：高齢者福祉課 介護予防・認知症対策係長） 
質問（委員） 

 チェックリストで点数が低い人は直接電話するという理解でよいか。 

回答（介護予防・認知症対策係長） 

 その通りである。 

 
（２）民泊についてのアンケートのお願いについて 

 （説明：生活衛生課長） 
質問（委員長） 

 このリストが欲しかった。１部屋で１件という認識で良いか。 

回答（生活衛生課長） 

 その通り、１部屋で１つとなる。民泊の標識シールが貼ってある。 

質問（委員） 

一時的に使う人は、地域のルールなどを守らなくても気にならず、少なからず住民に影

響がある。住宅地に民泊を設置させないなどのルールを作る必要があるのではないか。 

また、日本に在住していなくても民泊を運営できるので、何かあったときにすぐに対応

ができないというケースもあるのではないか。被害を受けるのは周囲住民である。 

回答（生活衛生課長） 

法律で国籍を制限することはしておらず、日本国籍がないと営業できないとするのは難

しい。問題が起こったときは、口頭注意、業務改善命令、業務停止命令、業務廃止、と段

階を追っていくことになる。問題が起きたときは、管理業者に指導することになる。 

質問（委員） 
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 町会内にそれらしきシールを貼っている施設がある。丸いシールか。 

回答（生活衛生課長） 

 民泊とは別の旅館業の可能性がある。民泊は青いシールを貼ってある。 

 

（３）子ども若者課からのお知らせについて 
  ①豊島区子ども・若者総合計画（令和７～11 年度）の策定について 
  ②第 75 回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について 

（説明：子ども若者課長） 

質疑応答なし 

 

（４）区民活動推進課からのお知らせ 

①令和７年度国勢調査について 

  ②まちの腕きき掲示板事業の説明会について 

  ③【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について  

  ④【都】町会・自治会デジタル化推進助成について 

  ⑤【都】町会・マンションみんなで防災訓練について 

  ⑥豊島区ボランティア指導者救済保険について 

  ⑦区政推進活動費の実績報告について 

  ⑧令和 7年度町会掲示板設置等助成について 

  ⑨区政連絡会委員活動費について 

（説明：区民活動推進課長） 

質問（委員長） 

 ポケット区政概要の発行はいつか。 

回答（区民活動推進課長） 

総務課に確認したところ、選挙の関係があるため 7月以降の予定である。区政連絡会の

場にて改めてアナウンスする。 

 

 

３ 町会連合会案件 

（１）東京都かわら版（創刊号）について 
（説明：豊島区町会連合会 事務局長） 

質疑応答なし 

 



◇詳細・・・・・・西部区民事務所地域振興グループ　電話０３－４５６６－４０２２

１．

２．

３．

４．

1．

2．

3．

4．

5．

1．

■公開　 □非公開　 □一部非公開

非公開・一部非公開の場合は、その理由

■公開　 □非公開　 □一部非公開

非公開・一部非公開の場合は、その理由

会　議　録

令和7年度　6月期　第六地区区政連絡会

西部区民事務所

令和7年6月9日（月）　　午前10時00分～12時00分

附属機関又は
会議体の名称

長崎第三区民集会室

事　務　局
（担当課）

開催日時

開催場所

案　　　件

会議録

目白警察署からのお知らせ【掲示】

令和７年度区民がん検診のご案内【回覧】

他機関案件

保育補助体験講習会の案内チラシの掲示【掲示】

豊島区案件

令和7年度国勢調査について

令和7年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について【回覧】

民泊についてのアンケートのお願い

東京都かわら版（創刊号）について【掲示】

（３）【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

子ども若者課からのお知らせ

（５）豊島区ボランティア指導者救済保険について

（２）【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

町会連合会案件

池袋消防署からのお知らせ

（１）豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

（２）第75回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について【掲示】

公開の
可否

会　議

（６）区政推進活動費の実績報告について

（７）令和7年度町会掲示板設置等助成について

区民活動推進課からのお知らせ

（４）【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

（１）まちの腕きき掲示板事業の説明会について



常　任
相談役
地区連
絡担当
課長

常　任
相談役

出席者

藤澤　愛子

事務局

欠席

説明者

河野　地域公共交通担当課長

豊島区町会連合会　星野　事務局長

豊島健康診査センター　兒玉　事務局長 豊島健康診査センター　大久保総務課長

池袋消防署　長谷川　長崎出張所長

三嶋　日出光　副委員長（千早一丁目町会）

委　員

生活衛生課　田口　環境衛生係長

豊島区シルバー人材センター　金子　事務局長

田邉　区民活動推進課長 今井　高齢者福祉課長

樋口　冨士雄　委員（長崎二丁目町会） 羽場　宏祐　委員（南長崎二丁目町会）

池田　好雄　委員（西池袋四丁目町会）

大山　誠一　委員（西池袋四丁目自治会）

飯泉　喜康　委員代理（南長崎一丁目みどり会）

目白警察署　山崎　警部補

稲垣　英夫　委員代理（目白協和会）

蕪木　文昭　委員（長崎一丁目町会）

足立　憲昭　委員長（長崎三丁目町会）

目白警察署　髙野　警部補

水野　生活衛生課長

地域振興係員

　※いずれも代理出席あり

安達　子ども若者課長 田中　西部区民事務所長

中山　よしと

西部区民事務所　地域振興係長

土屋　光　委員（南長崎一丁目みどり会）

区民部長

森田　晴久　委員（目白協和会）

委　員

北岡　あや子



質問

回答

質問

回答

質問

回答

意見

回答

質問

（池袋消防署　長崎出張所長）

　ご意見、ありがとうございます。

（池袋消防署　長崎出張所長）

　消防設備の関係では、今まではアパートだとか一軒家ですと、感知器も普通の住宅用の火災警
報器しかないのですけれども、各部屋で煙が出たらアラームが鳴るものを設置するとか、消火器
も設置義務になるとか、避難誘導灯を付けるとか、建物の大きさや規模にもよるのですけれど
も、決められたものが設置されているかを検査いたします。

（委員）

　検査には行くのか。

（池袋消防署　長崎出張所長）

　施設ができた段階で確認させていただいております。

（池袋消防署　長崎出張所長）

２．目白警察署からのお知らせ【掲示】

（説明：豊島区シルバー人材センター　事務局長）

（説明：目白警察署　警部補）

３．保育補助体験講習会の案内チラシの掲示【掲示】

（委員）

質疑なし

　夏になると受注する業者が決まるということです。ですから、計画よりも完成時期が長くなっ
ています。

（委員）

　民泊の認可のときには消防署は施設の検査を行うのか。例えば「スプリンクラーが付いている
か」とか「避難口が明確になっているか」だとか。

（委員）

（委員）

　長崎出張所の新庁舎建設は、夏ごろに開始の時期が分かるということか。

質疑応答要旨

他機関案件

　防災訓練の関係だが、昨日、私の町会で防災訓練を行った。事前に池袋消防署に行って、今回
は初期消火、応急救護、119番に電話を掛けたときの応答方法などを訓練しようということで相
談。消防署からは「町会でブルーシートや電源を用意してほしい」と言われた。
　用意して待っていたのだが、使用するはずだった装置の調子が悪かったのか「今日は持って来
なかったから電源は必要ありません」と言われた。それから、応急救護でＡＥＤ（自動体外式除
細動器）を使った訓練を行ったのだが、そのＡＥＤも調子が悪かった。

　そういう状態だったので、訓練を受ける方も興味がそがれてしまった。事前に設備をチェック
しておいてほしかった。

１．池袋消防署からのお知らせ

（説明：池袋消防署　長崎出張所長）



　この案内は7月17日に保育補助の体験会を行うということか。



回答

質問

回答

質問

回答

意見

回答

質問

回答

質問

回答

質問

（区民活動推進課長）

（委員）

　ここでは何町会が一緒に説明を聞くのか。

（豊島健康診査センター　事務局長）

　ご意見ありがとうございます。ご案内できるようにしておきます。

（豊島区シルバー人材センター　事務局長）

（委員）

　「保育補助」というのはどういうものか。

（豊島健康診査センター　事務局長）

（委員）

　受診対象者が偶数年齢・奇数年齢で分かれている。分かりづらいのは、早生まれの人間で、自
分が奇数年齢だと思った者が病院に電話してみると、偶数年齢のほうに振り分けられていること
がある。1月から3月までに生まれた人間は、前の年度に入ってしまうので、そのことは案内に記
載しておいたほうが良いと思う。

　本当です。低いので、もっと受けていただきたいと思います。

（豊島区シルバー人材センター　事務局長）

　がん検診の平均受診率が22％と記載があるが、これは本当か。

（委員）

　無料で講習会を行います。

４．令和７年度区民がん検診のご案内【回覧】

（説明：豊島健康診査センター　事務局長、総務課長）

１．令和7年度国勢調査について

　推薦人の一人が急死した。その方の奥様も推薦人に入っており「亡くなった夫の分までやりま
しょうか」と言ってきた。一人で二つ地区を掛け持ちしても良いか。できなければ一つを区に返
さなくてはいけないが、これから新しい人間を探すのは難しい。また、電話で相談させていただ
く。

　確認させていただきます。

　保育園で働くお手伝いのような仕事です。「こんな仕事があります」とご説明させていただき
ます。

（委員）

　千早一丁目は説明会会場がこの場所(長崎第三区民集会室)になっているが、ここに全員入れる
か。調査員が30名以上いる。

（委員）

豊島区案件

（説明：区民活動推進課長）

（区民活動推進課長）

　分かりました。



回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

意見

回答

意見

　「対面することが100％ない」ということではなくて「一人暮らしの方々が調査票を郵便ポス
トに投函しにいけない」などの場合には、区から調査員に連絡が行って、調査員が訪問して回収
する場合もあるということが、前回の説明でもあった。資料にも書いてもある。

（区民活動推進課長）

　場所によっては、町会で二つの会場に分かれたり、時間帯を変えたりすることもありますの
で、確認させていただきます。

（委員）

（区民活動推進課長）

　「登録調査員」という方がおりますし、区の職員でも担当させていただきます。

（委員）

　登録調査員という方がいらっしゃるのか。常にそういうお仕事をされているのか。

　ポスティングは最初から最後までで何回行うのであったか。

（区民活動推進課長）

　３回です。

（委員）

　事前案内と、調査用紙を入れるのと、事後の確認のものだね。

（委員）

　こういったご時世ですので、ポスティングをしていただければと思います。

（委員）

　豊島区内で3,066調査区のうち2,000を超える調査区で推薦があったということだが、残り
1,000あまりの調査地区はどのように調査員を手当てするのか。

　はい。ですので、人数としては確保できるといったところです。

（委員）

　推薦された個人には連絡はいくのか。

（区民活動推進課長）

　7月の下旬にご案内させていただきます。

（委員）

（区民活動推進課長）

　そのあたりも説明会で案内させていただきます。

（委員）

（区民活動推進課長）

（区民活動推進課長）

　そうです。

　もう1回確認するが、今回からは調査対象の家に行っても一切会う必要もないし、玄関のブザー
を押す必要もないよね。

（区民活動推進課長）



回答

意見

意見

質問

回答

意見

回答

意見

意見

意見

意見

回答

質問

回答

（区民活動推進課長）

　基本的には、ポスティングしていただいた後は催促のチラシを入れていただくということなの
ですが、いろんなケースがありますので説明会でご案内します。

（委員）

　せめて名前と人数ぐらいわかれば楽なのだが。

　そういうことがあるので、ぜひ行政のほうから伝えてほしい。

（区民活動推進課長）

　確認して対応してまいりたいと思います。

（委員）

　前の区政連絡会で「届けに行く家の方と触れ合うことはないね」と、私が確認したときに「そ
うです」と説明されていた。

（委員）

　「ポスティングだけで面談がない」というと、簡単なように受け取るのだが、事前調査という
のが大変なのだ。地図を描いて、この家は不在なのか空室なのかを調べなければいけない。これ
が一番のポイントだ。だから「簡単なポスティング」などとは、言わないほうが良いと思う。

（委員）

　5年前の図面は調査員に届くよね。

（区民活動推進課長）

　届きます。

（委員）

（委員）

　事務所として使用している建物の人間は調査対象ではないね。そこで寝泊まりしてなければ関
係ないね。

（区民活動推進課長）

　そういうことは区政連絡会でも言ってほしい。そうでないと、担当される方への説明が違って
くる。私が各役員に言ったことと違ってくることになる。

（委員）

　そうです。

　それをベースにして、自分たちのところを、また新たにということになるわけだよね。そし
て、これはまた区に提出しなければいけないよね。今までの経験でいうと、アパートで人が変
わった場合、例えば表札に名前が出ていないときは、今までは「何々アパート101号」で、その
まま通していたのだが、それもそのままで、入居者に名前を聞く必要はないよね。

（区民活動推進課長）

　そうです。

（委員）

　お願いがある。アパートへ訪問する際、不動産屋が建物に入れてくれない地域があるので、で
きれば事前に大家・不動産屋への協力依頼の通達を出していただきたい。

（委員）

　アパートの中には、住んでいるのかどうか分からない部屋があるので、オーナーに聞くのだ
が、一切教えてくれない。





質問

回答

質問

回答

質問

回答

意見

回答

意見

意見

（高齢者福祉課長）

　他の区ですと「平日はダメです。金～日曜日の宿泊のみやってください」といったような制限
をかけている区もございますので、そういった他区の状況も見ながら、制限の内容を検討してい
きたいと考えています。

（委員）

　法律上、許可ではなくて届出制でできてしまうのです。なので、整った書類が出されてしまえ
ば、区としても受理せざるを得ないという状態です。豊島区の条例では、今は特に制限をかけて
いません。

　対象者が「50～80歳」となっているが、80歳以上は関係ないということか。

（説明：高齢者福祉課長）

　そういうことではなくて、最初の検査を簡易的なもので行うというものです。80歳を過ぎます
と認知症になる率が上がっていくものですから、それまでに「きちんと受診をしていただきた
い」ということで、個別相談をご案内しております。

　民泊よりも、コロナ禍で潰れてしまった普通の旅館業を支援したほうが良いと思う。最近の外
国人旅行客は、いわゆる観光地に行くというだけではなくて、観光対象も幅広くなって、いろい
ろなところへ行く。そういう部分で需要はあるのかもしれないが、地域住民から見れば、民泊施
設などはない方が良い。だから、その辺を前提に考えていかないといけないと思う。法律がある
から、区の条例では全面的にストップはできないだろうが、事実上ストップしていくような対応
が必要だ。

　許される範囲で、条例で厳しく規制したらよいと思う。

（生活衛生課長）

　観光業としてはあった方が良いだろうと思うのですが、観光部署と話をしている中では、豊島
区に魅力があって来ていただくのは良いけれど、豊島区が泊まっていただくだけのところなら
ば、そこまで数はいらないのではないかと考えております。

　豊島区にとって「民泊」は必要なものなのか。

（生活衛生課長）

　豊島区というか、国全体として宿泊施設が少ないというところで、こうした民泊事業、「住宅
宿泊事業法」というのが施行されました。

３．民泊についてのアンケートのお願い　

（説明：生活衛生課長、生活衛生課　環境衛生係長）

（生活衛生課長）

（委員）

　それは承知している。オリンピックの前に法律ができた。だが豊島区として、問題はあるけれ
ども、やった方が総合的にプラスなのかどうか、その辺はどうなのか。

（委員）

（委員）

２．令和7年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について【回覧】

（委員）

（常任相談役）

　この条例ができるときもいろいろな課題が話された。今回、条例改正にあたり、地域の現状も
考えながら検討していきたい。



質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

（生活衛生課長）

　割合は出してはいません。法律でも国籍を問うことを求めてはいないのです。

（生活衛生課長）

（委員）

　うちの地域でも３ヵ所民泊をやっていて、部屋数にすると13部屋、この資料に記載されている
が、そこはいずれも中国人が関わっている。聞くところによると中国人は、国を出たくて日本に
入ってくるそうだ。その手段として「経営管理ビザ」というのがあり「取得するには、民泊を始
めるのが手っ取り早い」というような話を聞く。先ほど、中国人が関わっている民泊は1,600件
弱と言われたが、どのぐらいの割合か。

　民泊をやっている家の玄関ドアや共同住宅の郵便受けにはシール(標識)を貼ると思うが、シール
を貼ってないところは、許可が下りていないという理解で良いか。

（生活衛生課長）

　そうです。

（委員）

　貼っていないところで、宿泊に来た外国人が近隣の家のブザーを押して「民泊をやっていると
ころはどこか」と尋ねられることがあるという。そういうところは民泊のシールが貼られていな
いようだ。そういうところは、許可が下りていないにも関わらず営業しているということか。

（生活衛生課長）

　考えられるのが、一つはヤミ民泊を行っているというところと、もう一つは民泊ではなくて、
同時に「旅館業」も規制緩和されており、民泊と同じように1部屋でも旅館みたいなことができる
ところがあります。そうしたところは民泊のシールではなくて「旅館の名称をいずれかに表示す
る」というルールになっています。ですので、もしかすると旅館の表示がどこかに示されてい
て、旅館のスタイルで行っていることも考えられます。

（生活衛生課長）

　そうです。

（委員）

　民泊の条件については地方自治体でそれぞれ違うと思うのだが、豊島区では「180日ルール(規
制)」は入っているのか。

（生活衛生課長）

　入っています。法律で「年間180日の中で営業してください」となっています。

（委員）

　法律で「国籍は問わないでできる」というかたちになっており「条例で絞ってよい」という法
律の建て付けにはなってないので、そこを制限することはできません。できるとすると、中国の
方が来られた場合「事業をやるのであるのなら、きちんと行ってくれ」という指導をしていくし
かないです。

（委員）

（委員）

　本日、区長が民泊について話された。「条例を改正しますけれど、新規の問題もこうですよ」
とか「今までやっていて問題がある件については、早急に対策を図ります」ということだから、
これから取り組んでいただけるということだよね。

（委員）

　中国人がこれ以上入ってくると環境が汚されたり、街の雰囲気が壊されたりするのではないか
と思っていて、汚れてくるような気がしてしかたがない。規制はかけられないのか。



回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

意見

質問

回答

意見

　違法民泊イコール「旅館業法違反」になるので、罰則というか摘発されます。

（委員）

　「あの施設がおかしい」と思った場合、警察に通報するのか、豊島区に通報するのか。

（生活衛生課長）

　区の保健所に連絡していただければと思います。

（委員）

　それで調査してくれるのか。

　うちの町会で、民泊を2年ぐらい行っている施設があるが、配布いただいた民泊施設の一覧に
載っていない。そういうのはどこに問い合わせれば良いのか。違法か。

（生活衛生課長）

　シールが貼られていないということですか。

（委員）

（生活衛生課長）

（委員）

　違法民泊に対する罰則というのは、どういうかたちになるのか。

（生活衛生課長）

（生活衛生課長）

　その可能性もあります。あとは外国人が長期滞在するときに、マンスリーマンションというか
たちで貸し出されている場合もありますので、そういった場合は賃貸の方の話になります。

　そうすると、旅館業でやっている場合もあります。もしかするとその旅館の名称が、どこかに
表示されているかもしれません。

（委員）

　この施設一覧の資料で、名前が載っているのは全て営業しているということか。

（生活衛生課長）

　民泊は届出制なので、現在は営業を行っていなくても、廃止届が出てこない限りは、名簿に
載ったままになっています。

（委員）

　うちの町会で1ヵ所あって、話は聞いていたのだが、施設名の記載がないので、今は営業してい
ないのかなと思った。近所では特に問題は起きていない。

（委員）

　シールを貼っていなくても「〇〇ハウス」というのが名称としてあるのは、旅館業としてやっ
ているのか。

（生活衛生課長）

　調査します。

（委員）

　シールが貼られていないというか、この資料の施設一覧に載っていないのだ。



回答

質問

回答

質問

回答

意見

意見

（１）まちの腕きき掲示板事業の説明会について

（２）【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

５．区民活動推進課からのお知らせ

（３）【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

（４）【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

（５） 豊島区ボランティア指導者救済保険について

（６）区政推進活動費の実績報告について

　民泊については国の法律ではあったとしても、もっと地方自治を優先する部分だと思う。極め
て、地元の生活レベルに密着しているものである。個人的な見解だが、観光で収入があるという
のは、データでは理解するが、逆に日本国内で日本人が宿泊できる旅館が少なくなってしまうと
いうのも、現実にある。日本の文化が損なわれていくし、日本人が従来のように安全に旅行がで
きる、旅館に宿泊できる、温泉に入ることができるというのが、制約されてきている。

４．子ども若者課からのお知らせ

質疑なし

　そうです。

（委員）

　うちの場合は３軒とも中国人が関係しているのだが、万が一問題が発生した場合の連絡先を行
政では把握しているのか。

（生活衛生課長）

　はい。また、現場で貼られている青いシールに緊急連絡先が書いてあります。

（委員）

　この前、あることで緊急連絡先に電話を掛けたのだが、中国人の携帯電話番号で、出なかっ
た。緊急連絡先の電話番号がもう一つ書いてあったのでそこに電話したら、最初に掛けた電話番
号の人が「今、となりにいます」と言うことだったので、電話に出てもらった。

　「あなたに電話を掛けたのに、なぜ出ないのだ」と言ったら「電池が切れていて、充電中だか
ら」と言い訳をしていた。必要なときに電話が繋がらないというのが、ネックに感じた。

（２） 第75回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について【掲示】

（説明：子ども若者課長）

（１）豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

（委員）

また改めて、民泊については集中して話し合う機会があると良い。

　一見潤っている部分もあるだろうが、経済的なトータルの数字の上ではどうなのだろうか。住
んでいる人々の問題ということでは、やはり地方行政を最優先にしなければいけないのではない
か。民泊については国家的な話題にしていく部分だと思う。

（生活衛生課長）

　民泊事業、「住宅宿泊事業法」を作ったときは、ヤミ民泊がちらほらあったので「きちんと届
け出をさせて、適切に運営させよう」というところから始まったのですけれども、数が多くなっ
てきてしまっています。

（委員）

　規制を掛けていくことを考えているのか。

（生活衛生課長）



（説明：西部区民事務所長）

質疑なし

（７）令和7年度町会掲示板設置等助成について



質問

回答

町会連合会案件

（説明：豊島区町会連合会　事務局長）

１．東京都かわら版（創刊号）について【掲示】

（委員）

　資料の「４.その他」で「掲示したことが分かる写真をスマートフォンなどで1ヵ所撮影いただき
…」とあるが、掲示板に貼ったものを写真に撮って、保存しておけば良いのか。

（豊島区町会連合会　事務局長）

　保存しておいていただければ結構です。
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■公開　 □非公開　 □一部非公開

非公開・一部非公開の場合は、その理由

（１）豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

（２）第75回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について【掲示】

区民活動推進課からのお知らせ

（１）まちの腕きき掲示板事業の説明会について

（２） 【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

（３）【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

（４）【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

（５）豊島区ボランティア指導者救済保険について

（６）区政推進活動費の実績報告について

（７）令和7年度町会掲示板設置等助成について

町会連合会案件

東京都かわら版（創刊号）について【掲示】

会　議　録

令和7年度　6月期　第七地区区政連絡会

西部区民事務所

令和7年6月13日（金）　　午前10時00分～11時35分

附属機関又は
会議体の名称

南長崎第四区民集会室

事 務 局
（担当課）

開催日時

開催場所

公開の
可否

会議録

会　議

案　　　件 他機関案件

池袋消防署からのお知らせ

目白警察署からのお知らせ【掲示】

保育補助体験講習会の案内チラシの掲示【掲示】

令和７年度区民がん検診のご案内【回覧】

豊島区案件

令和7年度国勢調査について

令和7年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について【回覧】

民泊についてのアンケートのお願い

子ども若者課からのお知らせ



常　任
相談役
地区連

絡
担当課

欠席
常　任
相談役

高齢者福祉課　西野　介護予防・認知症対策主任

水野　生活衛生課長 生活衛生課　田口　環境衛生係長

子ども若者課　青木　管理・計画係長 子ども若者課　渡辺　地域支援係長

田中　西部区民事務所長 豊島区町会連合会　星野　事務局長

鈴木　学務課長

事務局

豊島健康診査センター　兒玉　事務局長 豊島健康診査センター　大久保総務課長

池袋消防署　三瓶　地域防災担当係長 目白警察署　山崎　警部補

豊島区シルバー人材センター　金子　事務局長

髙橋　巌　委員（南長崎四丁目町会）

宮崎　けい子

小出　幹雄　委員（南長崎三丁目南部町会）

垣内　信行 ふま　ミチ

委　員

河原　弘明　委員（南長崎三丁目北部町会）

西條　敬子　副委員長（南長崎五丁目町会）

田中　英治　委員長（南長崎六丁目町会）

区民部長

西部区民事務所　地域振興係長 地域振興係員

田邉　区民活動推進課長

説明者

出席者



質問

回答

質問

回答

質問

回答

質疑なし

質疑なし

質疑なし

１．令和7年度国勢調査について

（説明：区民活動推進課長）

（説明：豊島健康診査センター　事務局長、総務課長）

（委員）

　基本は豊島区内の保育所で働くということでよろしいか。

（豊島区シルバー人材センター　事務局長）

　そう考えていただいて結構です。

（説明：豊島区シルバー人材センター　事務局長）

（委員）

　資料のチラシに対象者が「原則60歳以上の方」で「シルバー人材センターに入会されてない
方」と書いてあるが、実際に仕事に従事するときには、シルバー人材センター入会することにな
るのか。

（豊島区シルバー人材センター　事務局長）

　「東京しごと財団」の方からの派遣というかたちを取るのですけれども、一旦シルバー人材セ
ンターに入会していただくことで、お願いをしています。
　このイベント自体は、まだ関わっていない方に見ていただくものです。

（委員）

　講習会では「実際に仕事をするときには、こんな内容のものがある」ということを知ってもら
うということだね。

（豊島区シルバー人材センター　事務局長）

　それはまた、別に現地に行って研修を行います。

豊島区案件

３．保育補助体験講習会の案内チラシの掲示【掲示】

２．目白警察署からのお知らせ【掲示】

（説明：目白警察署　警部補）

質疑応答要旨

他機関案件

１．池袋消防署からのお知らせ

（説明：池袋消防署　地域防災担当係長）

４．令和７年度区民がん検診のご案内【回覧】



質問

回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

意見

質問

回答

質問

３．民泊についてのアンケートのお願い　

（説明：生活衛生課長、生活衛生課　環境衛生係長）

（委員）

　民泊の台帳一覧をいただいたが、うちの町会にある民泊の施設が入っていない。これはその施
設が確認されていないということか。南長崎3丁目28番11号で「忍者屋敷」という名前をつけた
民泊施設がある。

（生活衛生課長）

　今お配りしたのは住宅に青いシールが貼ってある民泊のリストでして、リストにない場合は、
もしかすると旅館業のほうかもしれません。
　平成30年のときに「旅館業法」も同様に規制が緩和されて、いわゆる一部屋旅館みたいなもの
ができるようになったのです。マンションの一室や一軒家でも旅館業ができるようになりまし
た。

（委員）

　それならば、そこは民泊ではなくて旅館業で登録をしているということになるのか。

（委員）

　説明会の日程の件だが、その日が都合の悪い人は個別に対応してもらえるのか。

（区民活動推進課長）

（委員）

　そうすると、区民で75歳以上の方ほとんどが母数ということか。

（高齢者福祉課　介護予防・認知症対策主任）

　70歳・75歳・80歳の方になります。

（委員）

　その間の年齢の方は、案内の対象ではないので母数には関係がないということだ。

２．令和7年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について【回覧】

（説明：高齢者福祉課　介護予防・認知症対策主任）

（委員）

　受診率が1.8％と聞いたが、率を算出する分母の対象者はどのくらいか。

（高齢者福祉課　介護予防・認知症対策主任）

　案内を発送させていただいております70歳・75歳・80歳の年齢の方プラス、その他の年齢で
検診をお申し込みくださった方が、母数となっております。

　7月下旬に通知させていただきますが、ご都合が悪い方については個別に、他の町会の会場だと
か日時に変更していただくことになります。

（委員）

　お昼の時間に行けない人の場合、以前は夜の説明会の時間があったと思ったのだが。

（区民活動推進課長）

　町会によっては、夜の時間帯の説明会というところもありますので、そこに会場・時間を変更
していただくことも可能です。



回答

質問

回答

質問

回答

質問

回答

意見

回答

質問

回答

（生活衛生課長）

　「一部屋だけ」「マンションの一室だけ」でも営業ができるという話が出たが、今、板橋区の
方で問題になっていたマンションで、中国の方が購入して、民泊的な使い方をするために家賃を
上げて住人を追い出したというようなことを、ニュースで聞いた。
　話題になったことでオーナーは「それは止めます」と言われたようだが、そういうマンション
の一室やアパートの一室を、民泊として登録ができるようになったという理解でよいのか。

（生活衛生課長）

　そのとおりです。

　それなので「忍者屋敷」という名称の「旅館」ということが想定されます。

（委員）

　昔は旅館というとフロントがあって、ホテルと同じように帳場の設置義務があるのですが、今
は、例えばビデオカメラ越しに受付を行ったりして、フロントがなくてもできるというかたちに
なっています。

（委員）

　そのビデオカメラの受付というのは、部屋に入った中でやればよいのか。玄関の外ではなく
て。

（生活衛生課長）

　外ではなくて、宿泊している人が分かればよいというかたちです。

（委員）

　ということは、我々がそれを確認できないということだね。

（生活衛生課長）

　そうです。

（委員）

　室内を「覗かせてくれ」と言うわけにはいかないので…。元々そこは一軒家だったが、そこを
買収した人間が改装して、民泊と同じようなかたちで営業している。
　アンケート用紙に「困ったこととして、あてはまるもの全てに○をつけてください」とある
が、それに関してはたくさんある。私もある民泊の施設に「うるさい」と怒鳴り込んだことも
あった。

　「民泊」と「旅館業」の違いを今回初めて聞いたものだから、勉強して改めて質問させていた
だく。

（生活衛生課長）

　「民泊」のほうは「届出」なのですが「旅館業」のほうは「許可を出す」というかたちですの
で、ビデオカメラが設置されているかどうかも区の方で目視して、どこから見ているのかを
チェックはしています。

（委員）

　旅館業の場合は、そこに所有者とか管理人が常駐していなくても営業ができるのか。民泊はほ
とんど人がいない。泊まる人たちだけが来て、キーボックスからカギを出してドアを開けている
ような状況を見受ける。旅館業の場合もそのようなかたちで営業しても、問題はないということ
なのか。

　民泊の方はこのような青い標識(シール)が、建物のドアとか見やすいところに貼ってあるのです
が、旅館業の方ですと表示の義務はあるのですが、どちらかというと周辺の皆様にお知らせする
よりも、お泊まりに来る方がその施設の名称を分かれば良いというかたちなので、表示物の大き
さだとかの条件がないのです。

（生活衛生課長）

　可能性はあると思います。旅館業のリストもありますので、照合した場合、おそらくそこには
載っているだろうということです。



質問

回答

質問

質問

回答

意見

回答

質問

回答

意見

回答

（委員）

　南長崎五丁目に記載のある施設はマンションなのか。全部同じ施設名だが。

（生活衛生課長）

　マンションです。ご不安でしたらその住所を保健所に問い合わせていただければ、そこには
「旅館業の許可を出しています」だとか「民泊でも旅館業でもない」ということをお伝えするこ
とができると思います。それで、無届けで営業している可能性があれば区で調査に入りますの
で、情報を提供していただけるとありがたいです。

（委員）

　質問ではないのだが、一覧表のリストの1番から10番まで同じ番地だが「南長崎三丁目２番」
はうちの町会ではなくて、南長崎二丁目町会の管轄だ。

（生活衛生課長）

　このリストは町会ごとのものではなくて、町名別で抽出したリストです。

　この一覧表に載っていないということは、届出せずに営業しているということか。南長崎六丁
目には三つしかないが。

（委員）

　「旅館業」と「民泊」で所管は違うのか。

（生活衛生課長）

　同じです。ややこしいのですが「池袋保健所生活衛生課」というところが旅館業で「健康部生
活衛生課」が民泊です。ですが、同じ人間が担当しています。

（委員）

（委員）

　民泊を見分けることが難しいとは思うが、その施設が民泊施設だと分かるように示していただ
くことは可能だろうか。民泊なのか旅館業で登録をされているのか。
　私の家のはす向かいにある施設は、管理業者が「何かあったら電話を入れてください」と挨拶
にきた。その施設の中には「禁煙」の貼り紙があるようだ。そうすると宿泊客は室内ではなく、
玄関先に座り込んで、酒を飲みながらタバコを吸って騒いでいる。

　注意したり管理業者に電話をかけて、何とかしてほしいということは伝えたことがある。そん
なことは取り締まることはできないと思うのだが、我々が「対応しなければいけないのかな」と
は思うのだが、区として管理会社とか担当しているところに、定期的に注意を促すようなコメン
トを出していただけないかなと思う。直接行って指導することも、できればやっていただきた
い。
（生活衛生課長）

　区のほうに連絡していただければ民泊であろうが旅館であろうが、その事業者なり管理会社に
対しての対応を求めていきますので、お困りの場合は保健所にご連絡いただければと思います。
指導を行って改善させます。

（委員）

　それと、町会費を払うように言ってほしい。

（生活衛生課長）

　区政連絡会に出席してお話を伺う中で、町会への加入促進についてのご意見もいただいており
ます。そういったことも参考にしながら、手続きの中で町会への「加入義務」とまではいきませ
んが、加入するための協議を「必須で行いなさい」みたいなことを入れ込んでいくことは、検討
したいと考えます。

（１）豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

４．子ども若者課からのお知らせ



質疑なし

（２） 第75回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について【掲示】

（説明：子ども若者課　管理・計画係長、地域支援係長）



５．区民活動推進課からのお知らせ

質疑なし

質疑なし

町会連合会案件

１．東京都かわら版（創刊号）について【掲示】

（説明：豊島区町会連合会　事務局長）

（１）まちの腕きき掲示板事業の説明会について

（２）【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

（３）【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

（４）【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

（５） 豊島区ボランティア指導者救済保険について

（６）区政推進活動費の実績報告について

（７）令和7年度町会掲示板設置等助成について

（説明：西部区民事務所長）



◇詳細・・・・・・西部区民事務所地域振興グループ　電話０３－４５６６－４０２２

１． 池袋消防署からのお知らせ

２．

３．

４． 令和７年度区民がん検診のご案内【回覧】

1．

2．

3． 民泊についてのアンケートのお願い

4． 子ども若者課からのお知らせ

（１）豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

（２）第75回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について【掲示】

5．

（１）まちの腕きき掲示板事業の説明会について

（２）【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

（３）【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

（４）【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

（５）豊島区ボランティア指導者救済保険について

（６）区政推進活動費の実績報告について

（７）令和7年度町会掲示板設置等助成について

町会連合会案件

1．東京都かわら版（創刊号）について【掲示】

■公開　 □非公開　 □一部非公開

非公開・一部非公開の場合は、その理由

■公開　 □非公開　 □一部非公開

非公開・一部非公開の場合は、その理由

保育補助体験講習会の案内チラシの掲示【掲示】

会　議　録

令和7年度　6月期　第八地区区政連絡会

西部区民事務所

令和7年6月10日（火）　　午前9時55分～11時30分

附属機関又は
会議体の名称
事　務　局
（担当課）

開催日時

目白警察署からのお知らせ【掲示】

西部区民事務所　2F会議室開催場所

区内関係機関案件案　　　件

令和7年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について【回覧】

豊島区案件

令和7年度国勢調査について

会　議公開
の

可否

区民活動推進課からのお知らせ

会議録



青柳　德俊　委員長(長崎五丁目町会)

今井　敬二　委員(長崎四丁目町会) 長澤　温康　委員(長崎六丁目町会)

東　明男　委員(千早二丁目町会) 田島　裕　委員(千早三丁目町会)

武内　千鶴子　委員(千早四丁目町会)

目白警察署  山崎  警部補 目白警察署  髙野　警部補

豊島区シルバー人材センター 金子 事務局長

豊島健康診査センター　兒玉　事務局長

田邉　区民活動推進課長

水野　生活衛生課長 生活衛生課　田口　環境衛生係長

子ども若者課 青木 管理・計画係長 子ども若者課　渡辺 地域支援係長

田中　西部区民事務所長 星野　豊島区町会連合会事務局長

常　任
相談役

地区連絡
担当課長

事務局

地域振興係員

五十嵐 行政経営課長

有里　真穂

柿沼　正昭　副委員長(要町三丁目町会)

豊島健康診査センター
　　　　　　大久保　総務課長

池袋消防署　神田　高松出張所長

高齢者福祉課
　　　民井 介護予防・認知症対策係長

説明者

委　員

出席者

西部区民事務所　地域振興係長

区民部長

欠席

事務局



【他機関案件】

1．池袋消防署からのお知らせ

（説明：池袋消防署　高松出張所長）　

2．目白警察署からのお知らせ

（説明：目白警察署 警部補）

質問 （委員）

回答 （ 警部補）　

質問 （委員） 　

回答 （ 警部補）　

3．保育補助体験講習会の案内チラシの掲示

（説明：豊島区シルバー人材センター 事務局長）  

質問 （委員）

回答 （ 事務局長）　

質問 （委員）

回答 （事務局長）　

質疑応答要旨

　警察官騙りは、多いです。不特定多数の番号に掛けてきます。若い方からご年配の方まで掛
かってきまして、1日に10件あったという情報提供頂いてます。特に携帯電話は、多く管内で
も被害が発生していますので、お気を付けて頂ければと思います。

　登録する場合、免許や経験年数は、ありますか。

　必要ありません。初めての方でも大丈夫です。

　60歳以上という事ですが、80歳位の方もいらっしゃるのですか。

　はい、いらっしゃいます。この仕事だけではありませんが、様々な仕事で400人位います。
平均は、大体75歳位です。現在定年が伸びていますので、60歳台は若干少ないです。

質疑なし

　電話で警察官を騙るニュースが新聞に出ていましたが、目白署管内ではありますか。

未払いという連絡は、警察官が出てきて、その回線は犯罪に使われているという話にいく場
合や、払って下さいと言われて、50万位振込を要求してきます。その他色々な要求のパター
ンがあります。とりあえず無視して頂きたいと思います。電話に出ない事が防犯になるの
で、留守番電話設定にして頂ければとお願いしています。

　NTTの支払いが未払いという電話は、目的は何ですか。



4．令和７年度区民がん検診のご案内

（説明：豊島健康診査センター　事務局長 

質問 （委員）

回答 （事務局長）　

質問 （委員）

回答 （事務局長）　

質問 （委員）

回答 （事務局長）　

質問 （委員）

回答 （事務局長）　

【豊島区案件】

1．令和7年度国勢調査について

（説明：区民活動推進課長）　

質問 （委員）

回答 （区民活動推進課長）

質問 （委員）

回答 （区民活動推進課長）

　説明会は、9月ですか。

　9月1日から16日にかけて、説明会を各地区にてさせて頂きます。

　調査員が急死してしまったのですが、代わりの方をご連絡しました。

　尿検査で「がんがわかる」というものを見たのですが、費用は高いのですか。

　高いと思いますが、１万円位するのではないでしょうか。ただ、確実ではないので、やはり
内視鏡で見たり、CTで輪切りにして、お医者さんが見た方が良いです。尿検査は、目安です。

　豊島区のがん検診は、結構利用していますよね。

　突然、出来なくなった場合は、ご連絡頂ければ区で対応致します。

　はい、医療機関で受けらます。肺がんは、健診センターだけですので、さらに健診センター
に来てください。10月位にまた、ご案内します。

　チケットとマイナンバーカードを持って行けば受けられるのですか。

　チケットだけです。チケットを失くさない様にして、是非受けて下さい。

　がん検診は、全体で平均20％と低いですので、是非受けて頂きたいです。

　医療機関でも受けられますよね。

総務課長）



質問 （委員）

回答 （区民活動推進課長）

2．令和7年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について

（説明：高齢者福祉課 介護予防・認知症対策係長）

質問 （委員）

回答 （介護予防・認知症対策係長）

質問 （委員）

回答 （介護予防・認知症対策係長）

質問 （委員）

回答 （介護予防・認知症対策係長）

質問 （委員）

回答 （介護予防・認知症対策係長）

質問 （委員）

回答 （介護予防・認知症対策係長）

　以前、検査を受けた時に認知症の気があると言われました。中々医療機関に行くのが怖いで
す。ですが、職員に「もう1度検査しましょう」と言われて、ちゃんとチェックしたら大丈夫と
言われました。チェックの仕方が難しいですよね。

　ものすごく不安な方は、点数が高く、楽観的な方は、低くなるのがセルフチェックです。心
配な方は、点数に拘わらず医師に相談して、そこで検査をやりなして、客観的に判断されるの
が大事な所です。

　きちんと医師の診断を受けて認知症となりますので、自分自身で判断はできません。家族に
言われたから認知症だとも言えません。検査や画像診断をして判断します。先ずは、何か困っ
ている事が生じているかどうかが大きな所です。

　80歳以上の方は、西部高齢者相談センター、アトリエ村総合相談センターに豊島区医師会の
先生方の相談日があります。そこをご利用出来ますし、直接、高齢者総合相談センターで対応
もできます。

　このご案内があれば皆さんチェックしようかなと思いますが。

　チェックリストは、高齢者総合相談センターで準備はしています。

　認知症と、もの忘れの違いはありますか。

　例えば、今朝、何を食べたかを忘れるのは、年相応のもの忘れです。朝、食べたか、食べて
いないかを忘れてしまうのは、ちょっと気になるかなという事になります。そこは一律には言
えないので、色々な困り事が生じた場合は、早めに相談センターの職員やかかりつけの先生に
相談するのが先手必勝です。ちょっと怖いかなと思っても、相談した方が道は開けると思いま
す。
また、相談、検査をして、大丈夫だよと言われれば不安も払拭されると思いますので、気軽に
お話されるといいと思います。

　人からボケだよと言われたら認知症ですか。

　80歳までという事ですが、それ以上の方は、どうなのですか。

　都合が悪い場合は、ご相談して調整して頂けますか。

　はい、説明会は、日時を変更して出席をお願いします。



質問 （委員）

回答 （介護予防・認知症対策係長）

3．民泊についてのアンケートのお願い

（説明：生活衛生課長

質問

回答 （生活衛生課長）

質問 （委員）

回答 （生活衛生課長）

質問 （委員）

回答 （生活衛生課長）

質問 （委員）

回答 （生活衛生課長）

質問 （委員）

　認知症になったら絶対治らないですよね。

　今、シニアの方で認知症になったら終わりとの思いがあるのです。認知症は、とても長い経
過なのです。進行をゆっくりにする事も対応によっては可能な場合も多いので、早く知る事で
適切な対応が出来ます。認知症の3分の2の方は、地域で暮らしています。職員は、認知症の相
談を喜んでさせて頂きますので、是非ご活用下さい。

　リストは、コピーして町会に配ってもいいですか。

　私の耳には、情報が入ってこないのですが、住民の方は困っているかもしれません。このア
ンケート用紙だけでいいのかな、と思いますが。

　はい、大丈夫です。区のホームページにも全域のリストが公開されている情報です。

（委員）

　直接保健所に情報が入っているのと、我々の耳に入っていないのを知りたいのが主旨です。
情報がなければ正直に困ってないと書いて頂いていいと思います。

　前に登録されていた民泊があって、そこは管理人さんが同居されていないらしいです。騒音
やごみの事で相談したいと思って、管理会社に連絡しても、中々来てくれない事をよく聞きま
す。最近は、中国の方が管理しているので、来てくれない様です。ごみは、事業系として出す
という様になっていますよね。

　うちの町会でも民泊がありますが、問題になっているのか、いないのか、何も情報が入って
こないです。事業者が了解を得にきますよね。町会長として責任が持てないのですが、その辺
は、どうなのですか。

環境衛生係長）

　事前に説明に来られるのは、周辺の方と町会長に周知をして下さいとなっているからです。
ですが、町会長に責任が及ぶ事は、ありません。

　闇もありますよね。現在リストでは、2件ですが、情報ではもっと多いと聞いております。

　民泊の事業の法律が出来る時に、同じく旅館業も規制緩和されまして、1部屋で旅館業が出来
る形になっています。闇民泊かと思ったら、旅館業だったという可能性があります。旅館業の
場合は、旅館の名称の表札みたいのが掲示されています。民泊は、青いシールが玄関のドアに
貼ってあります。闇民泊の疑いがある場合は、保健所にご一報頂ければこちらで調査します。



回答 （生活衛生課長）

質問 （委員）

回答 （生活衛生課長）

4．子ども若者課からのお知らせ

（１）豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

（２）第75回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について

（説明：子ども若者課 管理・計画係長

地域支援係長）

（１）豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

質問 （委員）

回答 （管理・計画係長）

回答 （豊島区町会連合会事務局長）

意見

回答

　この総合計画の概要版をどの様に活用すればいいのですか。町会に持ち帰ってどの様に説明
すればいいのですか。どうしたいいのですか。

（委員）

　今回の主旨は、皆様にご協力頂きまして、完成したので感謝とお知らせです。

　今回の概要は、もし町会の皆さんにお配りして下さいという事であれば、回覧の部数をお配
りしたと思うのです。今日は、令和5年に総合計画を作るに当たってアンケート頂いたのでお蔭
様で成果物が出来たので感謝とお知らせしますという事だと思います。皆にお知らせ下さいと
の主旨ではなく、「ありがとうございました。特にお配りする必要はありません」とすれば良
かったので、説明の仕方が良くなかったと思います。

　はい、そうです。

　見開き版で文字も多いのです。子ども若者計画に力をいれているのなら、もう少し分かり易
い形で、ダイジェスト版をお考え頂いた方がいいです。それをコピーして町会に出すなどお考
え頂ければいいのかなと思います。

（西部区民事務所長）

　案件説明を町会長にどの様にするのか、その後どの様に役員会に周知をするのかをそういっ
た事を含めて、事務局としては考えたいと思っております。

　自由記入みたいな事も書いていいですか。

　はい、余白でもいいので書いて下さい。



５．区民活動推進課からのお知らせ

（１）まちの腕きき掲示板事業の説明会について

（２）【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

（３）【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

（４）【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

（５）豊島区ボランティア指導者救済保険について

（６）区政推進活動費の実績報告について

（７）令和7年度町会掲示板設置等助成について

（説明：西部区民事務所長）

（２）【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

質問

回答

回答 （豊島区町会連合会事務局長）

【町会連合会案件】

1．東京都かわら版（創刊号）について

（説明：豊島区町会連合会事務局長）

質疑なし

（区民活動推進課長）

　町会の所有なのか、防災課の所有なのか、色々なケースもありますので、内容確認させて頂
きたいと思います。

　今回の助成は、町会の倉庫を立て直したり修理したりするのを補助するものです。町会の持
ち物が対象です。70万円の補助がありますので、是非使った方がいいです。

（委員）

　防災備蓄倉庫の修理をしたいのですが、所有が防災課だと思いますので、防災の了解を取っ
た方がいいのですか。
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塚田　義信　委員長（高松二丁目町会）
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池袋消防署　神田　高松出張所長

原田　たかき

事務局

欠席

今井　高齢者福祉課長

出席者

吉田　雅明 委員（高松一丁目町会）

説明者
豊島健康診査センター
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西部区民事務所　地域振興係長
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相談役
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【他機関案件】

1．池袋消防署からのお知らせ （説明：池袋消防署  高松出張所長）　

2．目白警察署からのお知らせ

（説明：目白警察署 警部補）　

3．保育補助体験講習会の案内チラシの掲示

（説明：豊島区シルバー人材センター 事務局長）  

質問 （委員）

回答 （事務局長）　

質問 （委員）

回答 （事務局長）　

4．令和７年度区民がん検診のご案内

（説明：豊島健康診査センター　事務局長 

質問 （委員）

回答 （事務局長 ）　

質問 （委員）

回答 （事務局長 ）　

質疑なし

質疑なし

総務課長）

　X線とCTは、同じチケットですか。

　はい、チラシにある様に同じチケットです。奇数年齢と偶数年齢があります。検診された
データは、残りますので、続けて受けて頂きたいです。

　今年度からの募集でしたか。

　昨年位から募集をかけています。

　胃がんの内視鏡検査は、無料で出来るのは、いつ頃からスタートしたのですか。

　平成29年か30年頃からです。

質疑応答要旨

　今まで保育補助をやられている方は、何人位いますか。

　まだ10名位です。



【豊島区案件】

1．令和7年度国勢調査について

（説明：区民活動推進課長）　

質問 （委員）

回答 （区民活動推進課長）

質問 （委員）

回答 （区民活動推進課長）

2．令和7年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について

質問 （委員）

回答 （高齢者福祉課長）

3．民泊についてのアンケートのお願い

（説明：生活衛生課長

意見 （委員）

質問 （委員）

回答 （生活衛生課長）

（説明：高齢者福祉課長）

　アパートや1戸建てでも民泊になっています。板橋区の方で問題がありましたが、豊島区
は、その様な話がありますか。

　板橋区の様な事例はないです。

　他の日時や会場で説明会があります。7月下旬に調査員の方にご案内しますので、申し訳あ
りませんが、他の日でお願いします。

　調査員は、説明会を必ず受けなければいけないのですか。

　国の方から受ける様にという事になっています。

　説明会の日に調査員の方が、当日お勤めなので行けないのですが、その場合は、欠席という
事でよろしいでしょうか。

　37か所の医療機関とあるが、その場所を書かないのですか。

　ご案内には、一覧を送らせて頂いております。70歳、75歳、80歳の方に個別に送らせて頂
いてますが、それ以外の方は、受診希望されますと、医療機関やチェック表等一式送らせて頂
く形になっております。

環境衛生係長）

　民泊の届の時は、近隣に迷惑を掛けない等何項目かお知らせがあります。届出を広く周知し
てしまうと、届出があれば認可せざる負えないです。それを守っていない事業者に対して保健
所は、指導してくれています。これからも対応して頂きたいと思います。我々が言うよりも保
健所から指導した方が業者は聞いてくれます。こちらの要望としてお願いします。



4．子ども若者課からのお知らせ

（１）豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

（２）第75回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について

（説明：子ども若者課 管理・計画係長

地域支援係長）

５．区民活動推進課からのお知らせ

（１）まちの腕きき掲示板事業の説明会について

（２）【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

（３）【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

（４）【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

（５）豊島区ボランティア指導者救済保険について

（６）区政推進活動費の実績報告について

（７）令和7年度町会掲示板設置等助成について

（説明：西部区民事務所長）

（１）まちの腕きき掲示板事業の説明会について

質問 （委員）

回答 （西部区民事務所長）

（２）【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

質問 （委員）

回答 （豊島区町会連合会事務局長）

質問 （委員）

回答 （豊島区町会連合会事務局長）

　その通りです。すべてボランティアです。

質疑なし

　マッチングは、無料で出来る、腕ききをやって頂いた時のお礼等もすべて無料という事でい
いですか。

　現在、区の倉庫がありますよね。他に新たに東京都の助成で購入した倉庫を置いてもいいの
ですか。

　これは、町会の倉庫の整備です。別にもう1つある倉庫が町会の物でないとしたら対象にな
ると思いますが、但し、例えば置くところが学校の場合で、学校に許可を取る時に、既にある
と、許可が取れず置けないという事になります。

　学校以外だったらいいのですか。

　置く場所が私有地でしたらいいですが、公園等は既にあると思われます。とすると、許可は
取れないと思われます。なので新規は、難しいと思いますので、方法としては、現在の倉庫が
小さいので70万使って大きくするのが良いと思います。



質問 （委員）

回答 （豊島区町会連合会事務局長）

質問 （委員）

回答 （田中　西部区民事務所長）

質問 （要町二丁目町会　和田副委員長）

回答 （西部区民事務所長）

回答 （西部区民事務所長）

（４）【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

質問 （委員）

回答 （西部区民事務所長）

【町会連合会案件】

1．町連だよりについて

（説明：豊島区町会連合会事務局長）

質疑なし

　区の物だと東京都の助成が使えないので、防災危機管理課に修理したい等別の形で要望する
のは可能だと思います。

　色々なご相談がありましたら、対象になるか、ならないかはありますが自由に書いて頂けれ
ばと思います。

　マンションにスタンドパイプを設置する場合は、助成されるのですか。

　はい。設置場所は、どこでもいいです。

　防災倉庫って区の物ですよね。区の倉庫を都の助成金で修繕は出来ないですよね。

　区の物でしたら対象外です。区内には、町会が倉庫を持っているケースもあるのです。

　こちらで確認をしましたら、「柔軟に対応します」との事でした。

　募集スケジュールがありますが、対象200町会だと当たらない場合もありますよね。

　現在の区の公園にある物をもっと大きくしたいというのは、どうなんですか。



◇詳細―東部区民事務所地域振興グループ　電話０３－３９１５－２３３４

関係機関案件

（１）巣鴨警察署からのお知らせ【回覧】

（２）シルバー人材センターからのお知らせ【掲示】

（３）令和7年度　区民がん検診のご案内【回覧】

豊島区案件

（１）令和７年度国勢調査について

（２）令和７年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について【回覧】

（３）民泊についてのアンケートのお願い

（４）子ども若者課からのお知らせ

　　①豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

　　②第75回“社会を明るくする運動”「区民の集い」チラシの掲示について【掲示】

（５）区民活動推進課からのお知らせ

　　① まちの腕きき掲示板事業の説明会について 　

　　②【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

　　③【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

　　④【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

　　⑤ 豊島区ボランティア指導者救済保険について

　　⑥区政推進活動費の実績報告について

　　⑦ 令和7年度町会掲示板設置等助成について

　　⑧委員活動費について

町会連合会案件

（１）東京都かわら版（増刊号）について

■公開　 □非公開　 □一部非公開 傍聴人数　０人

非公開・一部非公開の場合は、その理由

■公開　 □非公開　 □一部非公開

非公開・一部非公開の場合は、その理由

小川　幸雄　副委員長（駒込二丁目親和会） 亀田　眞一　委員（駒込三丁目町会）

小林　修司　委員（染井よしの町会） 竹之内　一仁　委員（駒込六丁目東文化会）

出席者 髙野　好昭　委員（駒込七丁目町会）

開催日時 令和７年６月５日（木）　午後２時～３時１５分

会　議　録

附属機関又は
会議体の名称 令和７年度６月期　　第１０地区区政連絡会

事務局
（担当課）

東部区民事務所

開催場所 駒込地域文化創造館

案件

公開の
可否

会　議

会議録

委員



巣鴨警察署生活安全課　髙橋警部補

豊島区シルバー人材センター　曽根田事務局次長

豊島健康診査センター　児玉　事務局長

田邉　区民活動推進課長

今井　高齢者福祉課長

生活衛生課　田口環境衛生係長

安達　子ども若者課長

髙桑 東部区民事務所長

星野　町会連合会事務局長

区 藤田　区民部長、髙桑　東部区民事務所長

地区担当
課　　　長

長澤　施設計画課長

委　員 片桐　昌英　委員長（駒込第一町会）

区

東部区民事務所　山川・林田

関係機関案件

（１）巣鴨警察署からのお知らせ【回覧】

（説明：巣鴨警察所生活安全課　警部補）

（質疑なし）

（２）シルバー人材センターからのお知らせ【掲示】

（説明：シルバー人材センター　事務局次長）

（質疑なし）

（３）令和7年度　区民がん検診のご案内【回覧】

（説明：豊島健康診査センター　事務局長）

質問（委員）子宮頸がんの受診チケットは、２０歳以上偶数年齢の女性全員に郵送するのか。

回答（豊島健康診査センター事務局長）その通り。若い女性には受けてほしい。

質問（委員)健診センターは、混んでいる印象があるが受診に問題ないか。

回答（豊島健康診査センター事務局長）７・８・９月は徐々に空いてくるので、問題ないと考える。

質問(委員)この受診率の統計は取っているのか。

質疑応答要旨

回答（豊島健康診査センター事務局長）受診率は２０％程度のため、町会の力を借りてぜひ多くの方に受診していただきたい。

常　任
相談役

片岡　きょうこ

説明者

欠席者 常　任
相談役

さくま　一生

事務局



豊島区案件

（１）令和７年度国勢調査について

      （説明：区民活動推進課長）

（質疑なし）

（２）令和７年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について【回覧】

（説明：高齢者福祉課長）

質問（委員）75歳以上だと運転免許の更新で認知検査の証明書が必要になる。そちらに適用するのか。

回答（高齢者福祉課長）今回のものは医療・治療につながるものになる。

質問（委員）あまりご自身で受診しないように思うが。ご家族からの申し込みが多いのか。

回答（高齢者福祉課長）チェックリストで心配になるケースがあるため、ご本人からの受診希望が多い。

　　　　ご自身で認知症かどうか確認したいと受診する方もいる。

（３）民泊についてのアンケートのお願い

（説明：生活衛生課　環境衛生係長）

質問（委員）民泊の事業者に対して町会費を支払うよう説明してるか。

回答（環境衛生係長）説明していない。

回答（環境衛生係長）町会費に関しては他の町会でも意見をいただいている。アンケートに記入してほしい。

質問（委員）どのような内容に対して許可をしているのか。

回答（環境衛生係長）旅館は許可制、民泊は届出制である。必要な書類が揃っていたら受けざるを得ない。

　　法律で地域や日数に制限をかけることができるが豊島区では制限を設けていない。

　　その理由としては、闇（無許可）民泊を防ぐため。

（４）子ども若者課からのお知らせ

（説明：子ども若者課長）

　　①豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

　　②第75回“社会を明るくする運動”「区民の集い」チラシの掲示について【掲示】

（質疑なし）

（５）区民活動推進課からのお知らせ

（説明：東部区民事務所長）

　　① まちの腕きき掲示板事業の説明会について

　　②【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

　　③【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

　　④【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

　　⑤ 豊島区ボランティア指導者救済保険について

　　⑥区政推進活動費の実績報告について

意見（委員）ごみの問題が多いため、民泊の許可を出すときに（町会費支払い等）条件を付けていただけると助かる。



　　⑦ 令和7年度町会掲示板設置等助成について

　　⑧委員活動費について

質問（委員）町会・マンション防災訓練について、申請は町会もしくはマンションの自治会になるのか？

　　　　助成で購入した資器材の区分けはどうなるのか。

回答（東部区民事務所長）申請についてはそのとおりである。

　　　　詳細については都の担当へ問合せいただきたい。

質問（委員）都営住宅も適用対象となるのか？

意見（委員）毎年区民ひろば、地域文化創造館を含め合同で訓練を行っている。申請したい。

町会連合会案件

（１）東京都かわら版（増刊号）について

（説明：町会連合会事務局長）

（質疑なし）

回答（町連事務局長）賃貸を含め対象となる。マンションとの調整などは東京都が行う。ぜひ活用いただきたい。
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会 議 録 

◇詳細―区民活動推進課地域振興グループ 電話０３－３９８１－０４７９ 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和７年度６月期 第１１地区区政連絡会 

事務局（担当課） 区民部区民活動推進課 

開催日時 令和７年６月１１日（水） 午前１０時００分～１１時１５分 

開催場所 池袋本町第 2区民集会室 会議室 1 

案件 

1．他機関案件 

（１）池袋消防署からのお知らせ 
（２）池袋警察署からのお知らせ 
（３）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示 
（４）令和７年度区民がん検診のご案内 
2．豊島区案件 
（１）令和 7年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について 
（２）民泊についてのアンケートのお願い 

（３）子ども若者課からのお知らせ 

   ①豊島区子ども・若者総合計画(令和 7～11 年度)の策定について 

   ②第 75 回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの 

    掲示について 

（４）区民活動推進課からのお知らせ 

   ①令和 7年度国勢調査について 

   ②まちの腕きき掲示板事業の説明会について 

   ③【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置助成について 

   ④【都】町会・自治会デジタル化推進助成について 

   ⑤【都】町会・マンションみんなで防災訓練について 

   ⑥豊島区ボランティア指導者救済保険について 

   ⑦区政推進活動費の実績報告について 

   ⑧令和 7年度町会掲示板設置助成について 

公開の 

可 否 

会 議 
■公開 □非公開 □一部非公開    傍聴人数 ０人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会議録 
■公開 □非公開 □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 
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出席者 

委 員 

榊原  清   委員長 （池袋本町二丁目町会） 

小山 貞男  副委員長（池袋本町親和町会） 

髙井 徳朗  委員  （池袋本町南町会） 

藤澤 吉康  委員  （池袋本町末廣町会） 

有賀 雅雄  委員  （池袋本町一丁目町会） 

黒沢 邦夫   委員  （池袋本町中央町会） 

寺門 孝史  委員  （池袋本町宮元町会） 

米山 和英   委員  （池袋本町四丁目町会） 

説明者 

池袋消防署 三瓶 地域防災係長 
池袋警察署 田中 生活安全課長代理 
豊島区シルバー人材センター 金子 事務局長 
豊島健康診査センター 児玉 事務局長 
民井 介護保険課 介護予防・認知症対策グループ係長 
水野 生活衛生課長 
安達 子ども若者課長 
田邉 区民活動推進課長 

常 任 

相談役 
井上 こういち 

地区担

当課長 
宇野 マンガ・アニメ・トキワ荘担当課長 

区 田邉 区民活動推進課長  

欠席者 

委 員  

常 任 

相談役 
泉谷 つよし 

地区担

当課長 
 

区 藤田 区民部長 

事務局 区民活動推進課 五十嵐・中村・中村 
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質疑応答要旨 

                

1．他機関案件 

 
（１）池袋消防署からのお知らせ 

（説明：池袋消防署 地域防災係長） 
質問（委員長） 

防火防災訓練通知書とはなにか。 

回答（地域防災係長） 

インターネットから入手できる。訓練実施の際は事前打合せを行う際に本通知書をもっ

て確認させていただいている。 

質問（委員） 

浸水被害が実際にあった。初動連絡について確認したい。 

回答（地域防災係長） 

消防署と区で連携している。それぞれ役割があるが、消防に連絡していただき、被害状

況に応じて区への連絡もお願いしたい。 

質問（委員） 

警察署への連絡は必要か。 

回答（池袋警察署 生活安全課長代理） 

大規模な被害でないかぎり、連絡は必要ない。 

 
（２）池袋警察署からのお知らせ 

（説明：池袋警察署 生活安全課長代理） 
質問（委員） 

町会の防犯カメラの閲覧については、どうしたらよいか。 

回答（生活安全課長代理） 

町会の規約において明記していただく必要がある。 

質問（委員長） 

町会の防犯カメラを警察は頼めば見てくれるのか。 

回答（生活安全課長代理） 

防犯カメラの設置と管理は、町会が行っており、警察は事件でないかぎり、カメラの映像

を自由に見ることはない。町会のルールに則していれば、町会が映像をみても構わないと思

う。 

意見（委員） 

民泊絡みでカメラの設置申請をしているが、町会の規約が必要と言われた。規約の見本は

町会連合会で定めてもらえるとありがたい。 

質問（委員） 

カメラのデータの保存期間はどうなっているか。 

回答（生活安全課長代理） 

使っているカメラのデータの容量によって、保存日数は変わってきてしまうので、わから

ない。 

 

（３）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示 

（説明：豊島区シルバー人材センター 事務局長） 

質疑応答なし 
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（４）令和７年度区民がん検診のご案内 

（説明：豊島健康診査センター 事務局長） 

質疑応答なし 

 

 

2．豊島区案件 

 
（１）令和７年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について 

（説明：介護予防・認知症対策グループ係長） 
質問（委員長） 

指定年齢を８０歳で足止めするのは何か理由があるのか。 

回答（介護予防・認知症対策グループ係長） 

70，75，80 歳の対象年齢者に送付している件数が 7千件あり、受け入れ医療機関との 

関係から絞らせていただいている。 

質問（委員長） 

個人で申請もできるのか。 

回答（介護予防・認知症対策グループ係長） 

介護保険課に申し込んでいただきたい。申し込まずに受診してしまうと、一般診療とな

り、医療費負担が発生してしまうので気をつけてほしい。 

 
（２）民泊についてのアンケートのお願い  

 （説明：生活衛生課長） 

質問（委員） 

関係部局を確認したい。 

回答（生活衛生課長） 

住宅宿泊事業、ホテル・旅館業で担当は異なるが、どちらも保健所の生活衛生課で対応し

ている。 

質問（委員） 

配付されたリストに未掲載のアパートなどで、民泊を営んでいる場合はどうしたらよい

か。 

回答（生活衛生課長） 

闇民泊あるいは旅館業として営んでいる場合がある。生活衛生課に連絡してほしい。 

質問（委員） 

リストには、オーナーの連絡先しか掲載されていない。 

回答（生活衛生課長） 

管理者については、現地の民泊シールを確認していただきたい。 

質問（委員） 

民泊のリストにあって、現地にシールを貼っていない場合は、区へ連絡したほうがよい

か。 

回答（生活衛生課長） 

その場合は、連絡をいただけると事業者に指導できる。 

 

（３）子ども若者課からのお知らせ  
   ①豊島区子ども・若者総合計画(令和 7～11 年度)の策定について 

   ②第 75 回“社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について 
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（説明：子ども若者課長） 

質疑応答なし 

 

（４）区民活動推進課からのお知らせ 

①令和 7年度国勢調査について 

   ②まちの腕きき掲示板事業の説明会について 

   ③【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置助成について 

   ④【都】町会・自治会デジタル化推進助成について 

   ⑤【都】町会・マンションみんなで防災訓練について 

   ⑥豊島区ボランティア指導者救済保険について 

   ⑦区政推進活動費の実績報告について 

   ⑧令和 7年度町会掲示板設置助成について  

（説明：区民活動推進課長） 

意見（副委員長） 

推薦した調査員が転居してしまった。調査員は区において対応していただきたい。 

回答（区民活動推進課長） 

その方のお名前を確認させてほしい。 

質問（委員） 

防災倉庫の助成金額について、現在設置済みの倉庫を大きい倉庫に買い替えることも可

能か。また、防災倉庫の助成もマンションとの防災訓練の助成も、重複して受けることが

できるのか。 

回答（区民活動推進課長） 

現状倉庫については、相談書にて町会の希望をお聞かせいただきたい。公園内の設置で

あるとサイズ変更がかなわない可能性もある。また、都の事業は別々の事業であるため、

両方とも申請することが可能である。 

 

 

3．町会連合会案件 

（１）東京都かわら版（創刊号）について 
（説明：豊島区町会連合会 事務局長） 

意見（委員） 

写真を保管しておいてほしいとのことだが、どこかで集約してらえると助かる。 

回答（事務局長） 

今回は、各町会で保管していただけるとありがたい。 
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関係機関案件

豊島区案件

（１）令和７年度国勢調査について

（２）令和7年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について【回覧】

（３）民泊についてのアンケートのお願い

（４）子ども若者課からのお知らせ

① 豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

② 第75回”社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について

（５）区民活動推進課からのお知らせ

①  まちの腕きき掲示板事業の説明会について

②【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

③【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

④【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

⑤ 豊島区ボランティア指導者救済保険について

⑥ 区政推進活動費の実績報告について

⑦ 令和7年度町会掲示板設置等助成について

⑧ 委員活動費について

町会連合会案件

（１）東京都かわら版（創刊号）について

■公開　 □非公開　 □一部非公開 傍聴人数　０人

非公開・一部非公開の場合は、その理由

■公開　 □非公開　 □一部非公開

非公開・一部非公開の場合は、その理由

竹野　康二　委員長（南大塚二丁目西町会） 田中　治　委員（北大塚一丁目睦町会）

委員 村田　敏明　委員（南大塚東南町会） 井上　義裕　委員（南大塚一丁目南松町会）

小倉　憲夫　副委員長（南大塚一丁目南町会） 寺﨑　良雄　委員（南大塚二丁目北町会）

田邉　安幸　委員（大塚駅南町会） 三輪　綠　委員（東池袋五丁目本町会）

國府田　房義　委員（東池袋五丁目東町会） 小林　訓子　委員（南大塚自治会）

公開の
可否

会　議

会議録

開催日時 令和７年６月１２日（木）　午後2時～4時15分

開催場所 東部区民事務所２階　多目的室

案件

（１）巣鴨警察署からのお知らせ【回覧】

（２）シルバー人材センターからのお知らせ【掲示】

（３）令和７年度区民がん検診のご案内【回覧】

会　議　録

附属機関又は
会議体の名称 令和７年度６月期　　第１２地区区政連絡会

事務局
（担当課）

東部区民事務所



出席者 杉山　雅勇　委員（南大塚一丁目宮若町会） 安藤　誠　委員（南大塚仲町会）

ふるぼう　知生 細川　正博

巣鴨警察署生活安全課　高橋警部補 豊島区シルバー人材センター　金子事務局長

豊島健康診査センター　兒玉事務局長 田邉　区民活動推進課長

今井　高齢者福祉課長 水野生活衛生課長

こども若者課　青木　管理・計画係長 こども若者課　渡辺　地域支援係長

髙桑　東部区民事務所長 星野　町会連合会事務局長

区 藤田　区民部長 髙桑　東部区民事務所長

地区担当
課　　　長

小澤　都市基盤担当課長　　　　　　

根岸　光洋 森　とおる

区

東部区民事務所　山川・林田

関係機関案件

（１）巣鴨警察署からのお知らせ【回覧】

（説明：巣鴨警察署生活安全課　警部）

（質疑なし）

（２）保育補助体験講習会の案内チラシの掲示【掲示】

（豊島区シルバー人材センター　事務局長）

（質疑なし）

（３）令和７年度区民がん検診のご案内【回覧】

（豊島健康診査センター　事務局長）

（質疑なし）

豊島区案件

（１）令和７年度国勢調査について

      （説明：区民活動推進課長）

（質疑なし）

（２）令和7年度もの忘れチェック（認知症検診）の実施について【回覧】

（説明：高齢者福祉課長）

（質疑なし）

（３）民泊についてのアンケートのお願い

（説明：生活衛生課長）

欠席者

常　任
相談役

説明者

委　員

常　任
相談役

事務局

質疑応答要旨

小野　生涯学習・スポーツ課長



②質問（委員）いつから開始となるのか。

（４）子ども若者課からのお知らせ

② 第75回”社会を明るくする運動”「区民のつどい」チラシの掲示について

（質疑なし）

（５）区民活動推進課からのお知らせ

①  まちの腕きき掲示板事業の説明会について

②【都】町会・自治会防災備蓄倉庫設置等助成について

③【都】町会・自治会デジタル化推進助成について

④【都】町会・マンションみんなで防災訓練について

⑤ 豊島区ボランティア指導者救済保険について

⑥区政推進活動費の実績報告について

⑦令和7年度町会掲示板設置等助成について

⑧ 委員活動費について

（説明者：東部区民事務所長）

（質疑なし）

町会連合会案件

（説明者：町会連合会事務局長）

（質疑なし）

① 豊島区子ども・若者総合計画（令和7～11年度）の策定について

回答（生活衛生課長）届出により開始となる。それ以前に、開始する旨の周知について周辺にポスティングを行う｡周
辺住民から質問等があがらなければ受けつける。

③質問（委員）ステッカーが貼ってないようだが、どこへ連絡すればよいか。

回答（生活衛生課長）生活衛生課まで連絡をお願いする。

①質問（委員）当町会内の多数階マンションにおいて、数世帯のみの民泊と言うものが存在し、一般世帯と見分けられ
ないのだが、何か良い方法はないのか。

回答（生活衛生課長）民泊は部屋のドアに民泊の証明として「ステッカー」を貼っているので、その見本をお配りする。


